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パレスチナ問題における解決案の行き詰まり
在ヨルダン・パレスチナ知識人の言説を通じて

ハディ　ハーニ

The Impasse on Solutions for the Israeli–Palestinian Conflict
Through the Discourses of Palestinian Intellectuals in Jordan

ABDELHADI, Hani

Peace talks on the Israeli–Palestinian conflict assume the premise of the two-
state solution. However, the Oslo Accords resulted in a de facto failure, and 
peace talks have not progressed since the early 2000s. Therefore, some intellectuals 
suggest the improbability of the two-state solution, and as an alternative, the 
one-state solution has been attracting attention mainly from intellectuals in 
Europe and the United States. However, the occupied Palestinian territories, 
Jordan, Lebanon, and Israel, have not increased their support for the one-state 
solution. Moreover, polls indicate that majority of the Palestinians prefer the 
two-state solution. Therefore, the two-state solution remains the main premise 
of peace talks. Why does the two-state solution continue to have mainstream 
appeal despite its limitations and the deadlock in the peace process? This 
paper focuses on this contradictory situation.

Many previous studies on the suggested solutions for the conflict, especially 
the two-state and one-state solutions, are based on political methodologies. 
Thus, these works mainly focus on the issue’s theoretical aspects and examine 
the feasibility of these solutions on the basis of the situation on the ground. 
However, these studies have not examined the social aspect, such as how 
Palestinian society perceives the propositions. Therefore, the current research 
adopts a sociological approach and focuses on the Palestinians’ perception of 
these solutions. Discourse analysis and qualitative unstructured interviews were 
conducted with three Palestinian intellectuals in Jordan, concerning Jordan’s 
neutral political position.

This study reveals the Palestinians’ perception of the existing proposals 
and why these proposals may be viewed as being unfavorable and unfeasible. 
Furthermore, this paper suggests the reason why the two-state solution 
continues to be a premise for peace talks. Finally, it describes how the collective 
psyche of the Palestinians is caught in a certain normative system which 
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はじめに

問題の所在
本稿では，パレスチナ問題における「解決
案」を扱う。これは，主に二国家案や一国家
案（その他には連合・連邦制案などがある）

といった，同問題を解決するために提案され
た案を指す語として用いる1）。より具体的に
は，現状のイスラエルという国家とパレスチ
ナという政治主体2）がいかなる利害調整ない
し手順によって，将来的にいかなる国家を形
成するべきかを提案するものである。中には
オスロ合意のように具体的な和平プロセスに
おいて議論され，実際にその一部が実行にう
つされた案から，非常に抽象的で具体性を欠
く構想レベルの提案に至るまで，広範な対象
を包括している。
錦田は，これを「最終的な国家のあり方」
あるいは「国家像」という語を用いて表現し

ている（錦田 2012）。この語には単に和平交
渉における政治的解決の手順と内容という意
味に加えて，主にユダヤ人とパレスチナ人に
とってのネーションとしての将来的な在り方
といった含意がある。本稿ではあくまでネー
ションとしての在り方のレベルまでは扱わ
ず，政治的な和平提案としての解決案につい
て議論するにとどめるために，より限定性の
高い「解決案」の語を用いている。
これまで，どの解決案がより合理的，ある
いは倫理的な解決を描いているのかについて
長らく議論が続けられてきたが，その中でも
主要な案は，二国家案と一国家案である。詳
しくは後述するが，一般的に二国家案とは，
イスラエルとパレスチナという二つの国家を
それぞれ独立に並列して成立させるという方
針である（錦田 2012: 40）。また一国家案と
は，歴史的パレスチナ3）全域において，ユダ
ヤ人かパレスチナ人かを問わず構成員となる

mainly consists of the concept of national self-determination and regional 
sovereignty, and how it results in their inflexibility in considering alternative 
solutions for the conflict.
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1） 英語の先行研究においては Solutionの語が一般的に用いられる。この語自体には日本語における
「案」の意は含まれないが，先行研究での用いられ方を踏まえ，本稿では両者を同義のものとして
用いる。

2） パレスチナは独立を自称しているが，外国による国家承認は限定的であり，またイスラエルによる
占領下にあるためにその主権も限定的である。以上を考慮し，パレスチナについては国家とは表現
せず単に政治主体とした。ただし国連においては 2012年 11月にオブザーバー機構からオブザー
バー国家に格上げされている。なおイスラエルに関しても中東・北アフリカを中心としてこれを国
家承認していない諸国がみられるが，パレスチナの場合などと比較して広範に国家承認されている
ことや，主権の行使といった観点から，国家と表現している。

3） 一般的には，現在のパレスチナ自治区（ヨルダン川西岸地区とガザ地区）に現イスラエル領を加え
た土地全体を指す。
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ことができる単一国家を形成するという考え
方である4）。
パレスチナ問題に関心を持つ知識人らの間
では二国家案の非現実性に対する批判と見直
しの動きがあり，代替案としての一国家案に
ついての議論も活発化している。しかしなが
ら実際の和平プロセスにおいては，いまだに
二国家案に基づくものだけが提示され続けて
おり，一国家案を含むオルタナティブが公式
に検討された例は一度もない。すなわち学術
レベルでは一国家案と二国家案に関する論争
は平行線上にある（後述）と言えるのである
が，政治レベルでは二国家案が主流となり続
けている。本稿ではこのように学術的議論と
政治的動向が整合しない状況に注目する。ま
た本稿は，パレスチナ問題における諸解決案
の内容そのものではなく，むしろそれに関す
る議論の展開という側面に焦点を当ててい
る。このために本稿では，ヨルダンのパレス
チナ知識人らに対するインタビュー結果5）を
手掛かりとし，彼らの認識や論理を分析しな
がら，その背後に見いだされる価値や規範の
体系6），またそのイデオロギー性についての
考察を加えた。これにより本稿は，既存の諸
解決案の現実性や，二国家案が主流である背
景について明らかにしながら，解決案に関す
る今後の議論の方向性について検討するもの
である。

先行研究における解決案
解決案に関する先行研究は政治学的視点に
よるものが中心で，次いで歴史学的なものが
存在する。これらは既存の解決案それ自体が

持つ理念や具体的内容を，地域の状況や政治
的文脈と照らし合わせ，その合理性や実現可
能性について論じてきた。また，近年ではそ
うした議論の歴史的過程に着目するものもあ
る。これらは，オスロ合意や米ブッシュ大統
領（ジュニア）によるロードマップなどに代
表される二国家案が事実上失敗したことを
受け，2000年代前半に特に活発化してきた。
ここでまず，先行研究を振り返りながら主流
な二国家案と一国家案の考え方について整理
しておきたい。
二国家案には定義，あるいは定説と呼べる
ものは存在しておらず，「二国家案」の語自
体には，歴史的パレスチナ（地中海沿岸から
ヨルダン川までの地域）をイスラエルとパレ
スチナという二つの国家によって分割すると
いう考え方を指す以上の含意は無いといえ
る（Rumley and Tibon 2015）。既存の個別
具体的な和平提案として「二国家案」という
語が用いられるのではなく，複数の個別具体
的な案に共通する方針，あるいはアイディア
を指して言及しているにすぎない。二国家案
は委任統治時代のイギリス政府の提案（1937
年に発表されたピール委員会による分割案な
ど。最終的には実行されなかった）にはじま
り，国連分割決議やオスロ合意などに代表さ
れ，和平プロセスが停滞している現在に至っ
てもなお，国際社会に共有された建前となっ
ている（早尾 2008: 278–279）。
現代において議論されるその主な内容は，

1990年代以降に政治的和平交渉において言
及されるようになった所謂「最終地位交渉」
に含まれる項目に沿って理解することができ

4） 本稿では，個別具体的な提案としての解決案（例えばオスロ合意やロードマップ提案など）ではな
く，それらの原則として位置付けられる枠組み（つまりここでいう二国家案や一国家案）として解
決案という語を用いている。

5） なお，インタビュー結果の本文については，文末に資料として添付した。
6） 社会学において価値とは，「行為の方法，手段，目的の選択にあたって影響を与える望ましいもの

にかんして，個人または集団のいだいている概念」などと定義される。また規範とは，「社会的状
況において成員の行為が同調を要求される一定の標準または理想（当為命題）のこと」を指す。こ
のとき価値は規範の中心的な要素をなす（北川 et al. 1984: 208）。これに関して具体的に本稿が注
目するのは，パレスチナ問題の解決はどのようにあるべきか，あるいはどう行動すべきか，といっ
た規範的思考についてである。
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る。中でも最重要の内容とは，将来のパレス
チナ国家とイスラエルとの最終的な境界線が
歴史的パレスチナのどこかに引かれることに
なる，という点である。これには当然，エル
サレムがどちらに帰属することとなるか，と
いう問題も含まれる。具体的な境界線の有力
なアイディアとしては，1967年の第三次中
東戦争以前の境界線がある（国連安保理決議
242号においては，曖昧ながらこの境界線外
の地域に相当する占領地からイスラエルが撤
退することが求められた）が，現占領地内に
存在するユダヤ人入植地とその移動・退去の
困難などの要因が重なった結果，現在では境
界線の引き直しも検討されており，土地交換
（ランド・スワップ）の可能性も考慮されて
いる。しかしその最終地位交渉がこれまでほ
ぼ失敗に終わってきたことにも表れているよ
うに，それ以上の内容については具体的なア
イディアが固まっていない。だが，二国家案
が実現したと仮定した場合には，一定数のパ
レスチナ人難民が，難民キャンプから新しい
パレスチナ国家へと再定住することが考え得
る。しかし，500万人を超える難民を再定住
させることが可能であるか，またイスラエル
領となってしまった地域に帰還することが困
難となる懸念なども当然考えられる。他にも，
潤沢とは言えない水資源の管理という問題に
おいても，物理的分割を前提とする場合には
必然的に困難が生じる。
一方の一国家案についても，その内容には
定説と呼べるものは存在しない。本来この考
え方は，かつての文化シオニストら（アハ
ド・ハアムに始まり，ユダ・マグネスやマル
ティン・ブーバーなど）が展開していた考え
方であったが，その後，文化シオニズムが政
治シオニズムとの覇権争いに敗れると，広
義のシオニズム運動においてはほぼ忘却さ
れることとなる（早尾 2008）。パレスチナ側

においても，PLOが 1960年代から主唱し
ており，初期には反植民地主義的な解放の
理論に則って展開されてきた。しかしこち
らも，1988年のパレスチナ独立宣言に端を
発した7）二国家案の主流化に伴って，一時は
政治の表舞台からは忘れ去られる（Ghanim 
2016）。Ghanimによれば，かつての一国家
案は積極的な植民地主義からの脱却と民主主
義の理念に則った世俗的な多民族国家を構想
するものであったが，二国家案の主流化と失
敗を経た後の一国家案（2000年代以降）は，
そのように積極的なものというよりは，むし
ろオスロ合意の失敗による二国家案の限界を
目の当たりにした結果として，当初はいわば
消極的な代替案として再注目を集めることと
なった。そうしたオスロ合意への批判として
の一国家案に言及した先駆けとして重要だっ
たのは，エドワード・サイードの主張である
（Said 1999）。その後，比較的体系化された
議論を行った Tilleyなども，占領地に無数
に存在し移動不可能となったユダヤ人入植地
の存在を第一に取り上げながら，一国家案は
「魅力的な理念」なのではなく「不可避の選
択肢」として説明している（Tilley 2010）。

2007年以降には，特に 5つの学術会議が
連続して開催されたことを機に，次第に具体
性を増していることが観察できる。2007年
6月にはおそらく世界でも初めての試みとし
て，「イスラエル／パレスチナ：ひとつの国」
と題した会議がマドリードで開催され，同年
12月には，ロンドンでも類似した会議が開
催された後，「一国家宣言」と名付けられた
声明が発表されている（Fāris 2012）。この
宣言はその後の一国家案の宣揚運動において
マニフェストとしての地位を占めており，和
解と正義に基づいた恒久的な一国家解決実現
のための論理的な基礎であると説明されてい
る（The Electronic Intifada 2007）。

7） 宣言においては，1967年占領地からの撤退がイスラエルに求められている。この表現は同時に，「イ
スラエルが 1948年占領地を領有している」ことを事実として認めたことになり，その後のオスロ
合意を始めとした二国家案の主流化に向かうこととなった。
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宣言に述べられた内容を要約すれば，一国
家案においては歴史的パレスチナ全土が統一
され，居住する全ての人々8）が平等な市民権
を獲得する。難民問題は国連安保理決議 194
号（1948年）を基にした帰化あるいは補償
による対応がなされる。難民の帰還が困難で
あるという主張は根強いが，歴史的パレス
チナが約 500万人の難民を収容・再定住さ
せ，一国家を実現することは十分に可能であ
るとする議論もある（Abū Sitta 2012）。ま
た宣言には述べられていないものの，このマ
ニフェストに則ればエルサレムは共同統治下
に置かれるなどし，天然資源の対等な配分な
ども見込めると考えられている。すでに存在
する入植地の処遇については保持や解体など
諸説あるが，パレスチナ人にも現在のイスラ
エル領に居住する権利が生じると予想してい
る。かつて PLOが主唱した二民族国家案は，
端的に言えばパレスチナ人による軍事的・政
治的支配を前提とした平等実現と紛争の解消
を謳うものであったが，現在の一国家案の論
者は上記の合理性に加え，民族や宗教の差異
による差別や排他性を明確に拒絶し，両民族
の心理的和解という価値への立脚と，高い倫
理性をも強調しており，リベラルな思想的背
景を反映しているものといえる。したがって，
「不可避の選択肢」としての一国家案はより
積極的な理念としての側面を含むようになっ
てきているといえ，さらにかつての PLOの
発想と比較しても，両者の「積極性」には大
きな方向性の違いがあることがわかる。
とはいえ，現在の一国家案は具体的な内容
を持つ提案というより依然，二国家案に対す
る批判ないしはアンチテーゼとしての性格が

強い。特に入植地の増加や，これに伴う分断
といった現状を鑑みて，二国家案の実現は不
可能であるとする議論や，同時にその代案と
して一国家案の合理性を指摘する議論が多数
出現している（Abunimah 2007; Fāris 2012; 
Farsakh 2013; Ghanem 2007; Habib 2016; 
Hilal 2007; Karmi 2008; Tilley 2010など）。
さらにその理念的側面として，一国家案の実
現にとっての障害であるシオニズムと「ユダ
ヤ人国家」の概念に対する批判的検討も行わ
れている（Judt 2003; Warschawski 2004）。
しかし反対に，二国家案を相対的に支持し，
同時に一国家案に否定的な議論もいまだに多
い。一国家案に対しては世論においても支持
がほとんど見られず，拡大する見込みもない
事実や，単純にその実行は非現実的であるこ
と，また一国家実現による更なる衝突拡大へ
の危惧などの指摘が行われている（Arnaud 
2003; Avnery 1999; Baraka 2005; Schenker 
2014; Shikaki 2012; Roi 2013; Tamari 2000; 
Unger 2002など）。加えてユダヤ人国家の
実現を目指すシオニズムと，そのシオニズム
が支配的でありかつ軍事的強者であるイスラ
エルの方針を正面から否定することは困難か
つ非現実的であり，妥協策としての二国家案
において双方が民族自決を実現するしかない
という論調も根強い。政治的な和平交渉にお
いて唯一俎上に載ったのが二国家案であるこ
との重要性も指摘される（Liel 2017）。
他にも，折衷案としての連邦あるいは連
合案を支持する議論（Avesar 2007; Elazar 
1991; Hirschfeld 2016）や，既存の主流意見
とは異なる提案を行う議論もある9）。これら
の蓄積と複雑化に伴って，解決案に関する議

8） 宣言では，「歴史的パレスチナは，宗教や人種，出身国や現在の市民権の状況にかかわらず，（歴史
的パレスチナにおける）全ての居住者，あるいは 1948年以降そこから追放された者」（all who live 
in it and to those who were expelled or exiled from it since 1948, regardless of religion, ethnicity, 
national origin or current citizenship status）にその権利があると述べられている（The Electronic 
Intifada 2007）。

9） 例えば Clarke（2009）は，バングラデシュとパキスタンがインドからそれぞれ独立した過程に触
れながら，イスラエル・ヨルダン川西岸地区・ガザ地区のそれぞれを国家として樹立させる「三国
家案」を提案している。Ferrero（2014）もまた，「2+1国家案」を提案しており，Clarkeの議 ↗
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論の通時的展開を扱う研究（Ghanim 2016; 
Hermann 2005; Morris 2009; Zurayq 2014）
や，近年の議論動向を俯瞰的に整理，紹介
するものもみられるようになった（Ghanem 
2009; 錦田 2012）。いずれにせよ，どの案が
最も妥当かという点については，2010年代
に入って以降も決定的な議論は存在せず，と
りわけ一国家案と二国家案に関する論争は平
行線上にあるといえる。しかし先述の通り，
実際の和平交渉においては二国家案のみが議
論の対象となってきたのである。

分析視点と研究手法
歴史を扱う研究を除けば，解決案に関する
先行研究は概して解決案の内容を直接的に分
析し，その有効性や現実性に最大の関心を
払っている。これらの研究を参照する限りで
は，二国家案も一国家案もそれぞれに一定の
正当性を持つようにも見えるが，政治的な和
平交渉の舞台においては二国家案が主流であ
り続けている。さらに言えば，世論調査（後
述）においては二国家案も半数ほどしか支持
を得ておらず，一国家案の支持率も低迷して
いる。

この状況において，パレスチナ人たちは
「解決案」と呼ばれるものについてどのよう
な認識を持っているのか。なぜ二国家案は和
平交渉の前提であり続けるのか。そしてこの
2つの解決案に代わるオルタナティブは存在
するのか。こうした状況を理解するためのプ
ロセスとして，諸解決案が当事者10）たちの
間でどのように受け入れられているか，とい
うことを社会学的なアプローチで包括的に明
らかにしていく必要があると考えられるが，
現状は十分な研究がなされているとはいえな
い。世論調査結果などから，誰がどの案を支
持しているかといった結果については触れら
れるようになったものの，その選択のプロセ
スや背景については議論が不十分である。
とはいえ解決案を扱う先行研究の一部は紛
争の当事者によるものであるため，そこから
断片的に彼らの意識を窺い知ることはでき
る。これらを参照する限り，それぞれの解決
案の支持者にはいくつかの傾向があることが
読み取れる。例えば一国家案に好意的な研究
の多くは，中東以外に居住するディアスポ
ラ11）のパレスチナ人やユダヤ系外国人，も
しくはそのいずれでもない外国人によるもの

↗ 論に近似している。さらに Inbar（2009）はリージョナル・アプローチと題した提案を行っている
が，これも上記の三国家案に類似する。また Deets（2017）は非常に抽象的ながら「非領域的ガバ
ナンス」との語を用いて，領土分割ではなく（宗教的・社会的共同体を単位とした）機能的分割に
基づくガバナンス形成を提案した。Witkin（2011）の議論も Deetsに類似しているが，「分散型国
民国家システム」と題し，領域と国家の対応関係ではなく，特定の人々と国家の対応関係に基づく
ガバナンスの在り方を提案している。Yorke（1990）は，二国家案を基調としつつ，国際監視軍を
配備することでその履行を強制・促進するというアイディアを提示している。

10） 本稿では，パレスチナ問題の主要な紛争当事者について，居住地を問わず，ユダヤ人とパレスチナ
人と客観的に判断できる人々の総体として捉える。ここでいう「ユダヤ人」は（その定義について
は多くの議論があるが）イスラエルの帰還法における「ユダヤ人の母から生まれた者，もしくはユ
ダヤ教に改宗し他の宗教を一切信じない物」という定義に倣う。また「パレスチナ人」の定義はパ
レスチナ国民憲章（1968年）における「退去させられたか，残留したかにかかわらず，1948年ま
で（歴史的）パレスチナに定住していたアラブ系市民のことを指す。また 1948年以降であっても，
パレスチナの内外にかかわらず，パレスチナ人の父から生まれた者はみなパレスチナ人である」と
の定義に倣う（なお，本稿が扱うインフォーマントは全てこの定義に該当する）。上記のいずれに
も該当しない者であっても，問題の国際的広がりとともに広義の（間接的）当事者とみなし得る場
合があるが，本稿においては分析の便宜上，主要な当事者としては扱わない。

11） ヨルダン在住のディアスポラのパレスチナ人に関する研究を行った錦田は，「ディアスポラのパレ
スチナ人」を「離散の時期や状況にかかわらず，故郷であるパレスチナを離れて現在は他の場所
で生活しており，自由意志による帰還が困難な人々」と定義しており，1948年に発生した「難民」
や 1967年に発生した「避難民」などもすべて包括する語として使用している（錦田 2011: 28–29）。 
一方の「難民」という語は，例えば難民条約においては「人種や宗教，国籍，政治的な意見な ↗
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となっている。また後述の「一国家宣言」に
対しても，67名の個人と 2つの組織による
署名がなされており，このうちパレスチナ系
であるとの確認が取れるのは 25名だが，さ
らにこのうちイスラエルかパレスチナ自治区
に居住するのは 9人にとどまっている。
イスラエルやパレスチナ自治区での状況に
ついてはというと，例えば 2016年 4月にパ
レスチナ自治区で行われた世論調査では，二
国家案に対する支持が 51パーセント，反対
が 48パーセント（PCPSR 2016）であるの
に対し，一国家案については支持が 29パー
セント，反対が 70パーセントとなっており，
二国家案に対する支持率が一国家案の支持率
を大幅に上回っている12）。知識人層でも，例
えば西岸地区を拠点とする調査機関代表のハ
リール・シカーキーや，パレスチナ系イスラ
エル市民でクネセット（イスラエル議会）メ
ンバーでもあるムハンマド・バラカなどが一
国家案の非現実性を指摘しつつ，二国家案
実現の必要性を主張している（Baraka 2005; 
Shikaki 2012）。
総合してみると，一国家案支持の論調は欧
米など中東以外に居住するディアスポラのパ
レスチナ人において勢いを得つつあるもの
の，現地での論調とは少なからず乖離してい
る状況があると考えられる。
当然例外もあるものの，この傾向は各々の
居住地における社会的，政治的状況の差異に
よる影響を示唆している。ディアスポラと占
領地では生活状況や言論空間における自由
度，交流機会などの面で明らかに相違がある
が，これが解決案に対する見解の相違を生み
出していると考えられる。

しかしながら，これらの傾向からは，ディ
アスポラのパレスチナ人の中でも，欧米では
なく，人口においては大きなプレゼンスを持
つヨルダン在住者の意識が捨象されてしまっ
ている（難民キャンプ住民についても同様）。
これらの地域から出版・刊行された解決案に
関する研究は相対的に少数であり，同時に各
地のパレスチナ人を対象とした世論調査など
も積極的に行われていない。この背景として
は，錦田が指摘したように，先行研究におい
てはレバノンやシリアにおける難民や，自治
区住民に関する調査・研究が中心で，ヨルダ
ンにおいては特に質的な研究が概して敬遠さ
れてきたという状況がある（錦田 2010: 27）。
ヨルダン大学のCSS（戦略研究所）によれば，
それはこのテーマが「非常にセンシティブで
あり，公共の場においてはほとんど語られる
ことのない」内容であるからと指摘している
（CSS 1996: 3）。これについて錦田も，ヨル
ダン政府がパレスチナ人らを国民として統合
しようとする中，その分裂要素であるパレス
チナ性に注目する調査が国民の分断を煽ると
みなされ歓迎されないのではないかと推察し
ている（錦田 2010: 27）。
しかし解決案の今後を検討するためには，
当事者であるパレスチナ人の意識を包括的に
把握することが急務であり，そのためにはそ
れぞれの位置付けに注意しながら，それぞれ
の地域について状況を把握していくべきであ
ると思われる。
こうした状況を受けて本研究では，ヨルダ
ンに在住するパレスチナ知識人を対象とする
調査を行った。ヨルダンは，その人口の半数
とも 7割とも言われる数がパレスチナ系（錦

↗ どを理由に，迫害を受ける恐れがあるとして国外に逃れた人」と定義されており，上記のディアス
ポラの定義とも重複する点が多い。しかしながら本稿では，「難民」の語を使用する場合には，難
民化した当時の状況を基準とするのではなく，現在の難民キャンプ住民に限定して用いる。このた
め，ディアスポラの語については，上記錦田の定義から難民キャンプ住民を除いた残りの人々とし
て用いる。

12） なおイスラエルにおいても同様の世論調査結果が存在する。2017年の調査では，一国家案に対す
るイスラエルのユダヤ人の支持は，19パーセントのみであった。なお，二国家案に対しては，50パー
セントが支持すると回答した（Hoffman 2017）。
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田 2010: 16）13）とされる。また PCBS（パレ
スチナ中央統計局）によれば，2006年時点
では 277万人のパレスチナ人がヨルダンに
居住しているとしているため，同年のヨル
ダン人口 592万人（DOS 2006）の内，およ
そ 47パーセントということになる。しかし
ながら，PCBSはこの数字を「最小数に基づ
く推計」としており，実際にはそれを超える
人口が存在することは確実であると述べてい
る（PCBS 2006）14）。これらに基づいて，ヨ
ルダン人口の 5割から 7割として推計すると
（PCBSは 2007年以降上記と同様の推計を
発表していないため），2016年におけるヨル
ダン人口 979万人（DOS 2016）の内，およ
そ 490万人から 685万人がパレスチナ系で
あると考えられ，世界でも有数の規模のパレ
スチナ人コミュニティとなっていることがわ
かる。イスラエルとヨルダンは 1994年に和
平条約を締結して以降，政府間レベルでの敵
対関係は解消しており，ヨルダン住民はイス
ラエルによる軍事的占領はもちろんのこと，
それに付随する実体的な抑圧をも被っていな
い。また両国は商業や貿易における関係を樹
立しており，天然資源の共有にも積極的であ
る。このように，政府間レベルではむしろパー
トナーシップの強化が模索されているといえ
るが，国王は国内のパレスチナ系市民に配慮
して度々パレスチナ人への連帯を表明するな
ど，国家，あるいは政府としてのヨルダンの
立場は二面性を持っている。
一方，市民レベルでは，ヨルダンでも定

期的に反イスラエルデモなどが行われる状
況を見ると，国民感情としては，イスラエ
ルに好意的とは言い切れない面がある。しか
し 2017年にヨルダン国内で行われた世論調
査結果によれば，ヨルダン国民15）の 85パー
セントが「パレスチナ問題の和平交渉におい
て両者がより穏健な立場となるべく，インセ
ンティブを与える役回りをアラブ諸国が演
じるべき」と回答し，33パーセントが「ア
ラブ諸国はイスラエルとテクノロジーや対テ
ロ，対イラン政策において協力すべき」と答
え，87パーセントが（パレスチナ問題を含む）

外交問題よりも内政を重視すると回答し，「諸
外国との関係強化において重視すべき国はど
れか」との質問には，最も多い 58パーセン
トがアメリカと回答した。評者はこれらの結
果について「驚くほど穏健なもの」としてい
る（Pollock 2017）。このように，ヨルダン
では政府の立場に加えて世論においても，反
イスラエル的とも親イスラエル的とも，ある
いは反パレスチナ的とも親パレスチナ的とも
言い切れない立場であることがわかる。
入植地や分離壁，また軍事的・経済的にも
常に何らかの抑圧にさらされながら生活を営
む占領下住民の状況を考えると，世論調査
（PCPSR 2016）からも明らかなように，イ
スラエルとの分離を志向して二国家案に傾く
のは自然ともいえる。他方で，抑圧的な生活
とは一線を画す環境で暮らし，ユダヤ人との
交流機会を持つこともある欧米ディアスポラ
においては，比較的リベラルな言論環境を反

13） ヨルダン政府としてはパレスチナ人も同一の国民として位置付け，その統合を図る立場であるこ
とを反映して，公式の統計上でパレスチナ人に限定した人口比が示されることは通常ない。なお，
日本の外務省の認識においても，国民の 7割以上がパレスチナ系であるとされている（外務省 
2018）。

14） 他にも北澤（1995: 73）は，60～65パーセント（1950～60年代の人口調査に基づく）という数値や，
1985年時点で 40パーセント未満（1970年代末の人口・住宅調査と内務省の資料に基づく）といっ
た数値を紹介している。またGandolfo（2012: 23）は，およそ 60パーセントであるとしている。

15） この調査は「ヨルダン国民」を対象としているため，全ての回答者が（定義に当てはまる）パレス
チナ人というわけではないことに注意が必要である。しかしながら同調査は方法論としては地理的
確率標本抽出（標本数＝1000）に倣っており，標本抽出においては少なくとも出自や自己同定に
よるバイアスは限りなく低く，したがって大きな偏り無くパレスチナ人の意志についても反映され
ていると考えられる。
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映してか，先述の通り一国家案支持の論調が
多くみられる。このような自治区と欧米にお
けるパレスチナ人の意識を両極と捉え，ヨル
ダンの位置付けを改めて考慮すると，およそ
中間に位置していると推察される。つまり，
分離を志向するのでもなく，安易に共存を支
持するのでもない，第三極としての見解が醸
成されているのではないかと考えられる。
両極端の意見を参照するのみでは現実的な
妥協点や折衷を探ることは難しいが，この文
脈において在ヨルダンのディアスポラに注目
することは，今後について考えるヒントとな
り得るだろう。先行研究が彼らにあまり関心
を払ってこなかったということも加えて考慮
されるべきである。錦田（2010）をはじめ，
Brand（1995）やGandolfo（2012）など，
ヨルダンのパレスチナ人に着目した研究は複
数存在しているが，これらが主眼を置いてい
るのは，彼らがパレスチナ人としてのアイデ
ンティティを持ちながらヨルダン国民として
暮らすことで直面するアイデンティティ・ク
ライシスについてであり，本稿で扱う解決案
や，具体的な政治的解決に関する意識につい
ての検討はほとんど行われていない。
また，本稿はパレスチナ人側の視点に着目
している。これは，解決案に関する先行研究
の多くは，イスラエル側とパレスチナ側のど
ちらの視点に立って問題を眺めているのかを
必ずしも明確にしておらず，両者の非対称性
を捨象してしまっている点を反映している。
パレスチナ問題の主体間の関係性について振
り返ると，基本的にパレスチナ側はイスラエ
ルに対して譲歩を求める立場となっており，
一方のイスラエル側は米との事実上の同盟関
係も相まって軍事的にも政治的にも「強者」
であり，譲歩を期待される立場だということ
がわかる。このことについては臼杵も，パレ
スチナとイスラエルは基本的に弱者と強者，

すなわち非対称的な関係にあることを指摘
している（コンシャーボク＆アラミー 2011: 
259–275，監訳者の臼杵による「解題」より）。
先行研究では公平性や客観性の観点から，こ
の関係性を明示せず各主体を対等に並べる場
合があるが，問題の本質のひとつはイスラエ
ル建国と共にパレスチナ人が難民化し，自ら
の国家を持たない存在に押し込められたこと
にある。すなわち両者を対等に位置付けるこ
とは必ずしも客観的，あるいは公平とは言え
ない。
当然，問題の将来を考える際には，もう一
方の当事者であるユダヤ人側の声にも耳を傾
ける必要がある。しかし以上のように，非対
称的な関係性を捨象したままで両者の主張を
並列に考慮することは公平ではなく，パレス
チナ人側の観点が比較的重要になると考える。
以上から，本稿ではパレスチナ側の視点に
立って，解決案に関する検討を行う。本稿に
先立って，2016年 9月に，ヨルダンに居住
するパレスチナ知識人を対象とした調査を実
施した（詳細な日時や場所については各イン
フォーマントに関する注内に記載した）。な
おパレスチナ知識人とは，パレスチナ人の政
治家，名望家，宗教指導者，学者，専門家な
ど（一人が複数の立場を兼ねる場合もある）

が含まれる広範な集団として扱う。パレス
チナ民族評議会（以下 PNC）16）への参加や，
ヨルダン議会の議員として活動する場合もあ
り，パレスチナ問題に関する種々の意思決定
プロセスに直接的，間接的な影響を及ぼして
いる。加えて本稿が扱うインフォーマント
は，多くのテレビ番組出演経験やアラビア語
著作を持ち，ヨルダンにおけるパレスチナ問
題に関する論客として広範に認知されている
人物であり，その意味で世論形成に対する一
定の影響が認められる。以上の背景から本稿
では，彼らを解決案の議論展開における中心

16） PLOにおける国会に相当し，難民やディアスポラを含む全パレスチナ人を代表する。一方 PLCは，
PAの立法府であり，PNCと PLCは包括性や指揮系統が異なる。しかしながら，PLCメンバー
は自動的に PNCのメンバーとなるなど，重複する部分も多い。
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的アクターとして，また同地のパレスチナ人
世論において一定の代表性を持つものとして
捉える。
また先行研究の課題を踏まえ，本研究は手
法としてインタビューを実施した。調査対象
は，学者，政治家，専門家として著名な知識
人 3名である。調査ではインフォーマントの
母語であるアラビア語を用い，なるべく率直
な意見や，感情的な表現などが引き出される
ことを狙って，会話の流れを重視する非構造
化インタビューの形式をとった。また，イン
タビュアーである筆者がパレスチナ人（と日
本人）の血を引き，アラビア語を話すムスリ
ムであるという 3つの側面で共通点を持った
当事者（あるいはネイティブ）としての側面
を持つことも本調査の特徴である。
こうした調査の方法はネイティブ・エス
ノグラフィーとして理論化がなされてきて
おり（Jones 1970; Cerroni-Long 2009），特
に調査者と被調査者の共通点を基に，ラポー
ル（信頼関係）形成において有効であること
が指摘されている。インフォーマントの発言
が研究者（あるいは観察者）としてのインタ
ビュイーに対する，紛争当事者としてのイン
フォーマントという不均等な権力関係の緩和
につながり17），先述の通りセンシティブな話
題においても，率直な発言を得る要因となる
と考えられる。
しかしながら，ネイティブ・エスノグラ
フィーに対しては，「誰がネイティブか」と
いうことを客観的には定義しにくいという問
題が指摘されている。本調査においても，筆
者はインフォーマントとの共通点を複数持っ
ているが，同時に差異も持っている（国籍や
生育環境の違い等）。その点で，完全に同質
な「ネイティブ」として理解することはでき
ない。他にもこの手法に対しては，非ネイティ
ブだからこその視点にも目を向ける必要性が

否定されるわけではないといったことも指摘
されており，当然ネイティブの立場を特権化
すべきではない（藤田＆北村 2013: 68–73）。
少なくとも本稿では，純粋な非ネイティブの
立場から行う調査と比較して，ラポール形成
の点で優位性を持っているということは指摘
できる。
またインタビューは非構造化形式をとった
ため，インタビューでは厳密に統一された質
問項目を用意していないが，内容の軸となっ
たのは，諸解決案に対する認識について，ま
たパレスチナ問題の解決というテーマをどの
ように捉えるか，といったことであった。ま
たそれらを提唱したり実行したりする立場に
ある主要アクターについての意識や，個人的
な感情についても，会話の流れに応じて質問
を行った。またインタビュー結果と共に，各
インフォーマントの意識の位置付けがより明
確になるようそれぞれの著書や経歴などに対
する分析も加えながら，各解決案が在ヨルダ
ン・パレスチナ知識人の間でどのように受け
止められているか検討する。
最終的にインタビューの結果を用いなが
ら，彼らの発言と意識の背景について，言説
分析の観点から検討を加え，パレスチナ問題
の解決に関する今後の議論にとって有用と思
われる論点を抽出したい。

第 1章　二国家案に対する認識

多くの先行研究がその実現に懐疑的であり
ながら，オスロ合意の破綻以降も政治的文脈
においては主流であり続ける二国家案だが，
ヨルダン在住のパレスチナ知識人はこれをど
う見るのか。インタビューから読み取れる共
通して最も重要な点は，彼らは二国家案を必
ずしも積極的に支持しているわけではなく，
同時に，後述するように一国家案を支持する

17） 調査者がインフォーマントの思考や発言に与える影響については，文化人類学の分野で多くの議論
がなされている（藤田＆北村 2013）。ここではたとえば発言が観察者にとって所謂「体のよい」も
のとなる可能性を相対的に減少させる効果などが期待される。
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こともなかったということである。現実には，
既存の解決案のいずれにも期待感を見いだせ
ず，オルタナティブとなるイメージも不在で
ある。
政治学者であり大学教授として活動してき
たアフマド・ノーファル氏18）は，著書など
ではいずれの解決策に積極的に言及はしない
までも「占領された祖国が所有者に返還され
るまで」抵抗は続けられるべきと述べており
（Nawfal 2011: 833），相対的に非妥協的な態
度が見受けられるが，その立場は必ずしも一
定ではないようである。同氏は以下のように
語った。

［インタビュー直前の］（［　］は筆者によ
る補足，以下同じ）2か月間，パレスチナ
に滞在していた。行くまでは，西岸地区と
ガザ地区をあわせて，エルサレムを首都と
し，主権を持ったパレスチナ国家の樹立と
いう考え方［すなわち二国家解決］が求め
られると考えていた。しかし現実を見る
と，これは不可能になってしまったと気づ
いた。（中略）西岸地区に散在するこれら
の入植地によって，パレスチナは，ガザと
西岸の間だけでなく，西岸の町や村の間で
すら，地理的連続性を失ったために，国家
としての樹立は不可能となったのである。

二国家案の実現性については，「難しい」
（ṣa‘b）などといった弱い否定ではなく，「不
可能」（mustaḥīl）との語が度々用いられ，
見解の強固さをうかがわせる。上記発言を筆
頭に，インフォーマントからは，二国家案に

対する執着どころか，その有効性を積極的に
認める見解はほとんど見出すことができな
かった。研究機関所長のジャワード・アル＝
ハマド氏19）も同様に，以下のように語った。

第一に，イスラエルは戦略として，パレス
チナ国家がたとえ非武装化されたものにな
るとしても，それを認めていない。第二に，
イスラエルが行った入植の結果，南アフリ
カのように，パレスチナはカントン（小
郡）の寄せ集めと化した。そうした西岸や
エルサレムの入植者たちとの包括的な干渉
によって，現状のままではパレスチナ国家
樹立，すなわち二国家案は不可能である。

ノーファル氏と同じく，「不可能」の語が
使用されており，実現には懐疑的というよ
り，ほぼ完全に可能性を否定する論調である。
そして二国家案に否定的な理由として，第一
に入植地問題が挙がった。ヨルダン川西岸地
区にイスラエル入植地が虫食いのように存在
することにより地理的一体性を失ったパレス
チナ自治区は，国家として樹立できないとい
う議論が，全インフォーマントからなされて
いる。先行研究にも共通しているが，インタ
ビューにおいても同様に，和平の障害として
の重要性が最も高いと認知されていることが
うかがえる。
イスラエルの入植地に対する姿勢が変わら
ない限り，パレスチナの国家としての樹立は
不可能との指摘もあった。調査研究機関の所
長でジャーナリストでもあり，PNCメンバー
でもあるガーズィー・アッ＝サアディー氏20）

18） パリ第一大学とカイロ大学で政治学の博士号を取得したのち，現在までヨルダンに位置するヤル
ムーク大学で政治学部の教授を務める。パレスチナ問題に関する多くの論文や著作を持ち，政治問
題のコメンテーターとしてのテレビ出演なども多数ある。意見は比較的穏健であり，既存著作にお
いては二国家案への支持を基調としてきた。インタビューはアンマーンの同氏自宅にて 2016年 9
月 1日に実施した。

19） 1994年からアンマーンに位置するMESC（Middle East Study Center）の所長を務める。英ダラ
ム大学にて修士号を取得した。パレスチナ問題や中東地域の国際関係に関する多くの著作があり，
テレビ出演等も多数ある。インタビューはアンマーンの事務所にて 2016年 9月 6日に実施した。

20） アンマーンに位置する「ダール・アル＝ジャリール」（「栄光の館」の意）の創設者であり，2017
年に死去するまでその所長を務めた。同機関は 1978年に創設され，以来パレスチナ問題に関 ↗
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も，他のインフォーマントと同様に二国家案
の可能性を低く評価しながら，入植地政策と
の関係について以下のように語った。

イスラエル側は西岸地区の土地の接収と，
入植地の建設を止めることはなかった。こ
れにより，パレスチナ国家建設と，それに
よる二国家解決を不可能にしてしまった。
ネタニヤフ21）が言うには，入植地はイス
ラエルの土地に建てているという。つまり，
そうした土地は「イスラエルの土地」だと
いうのだ。結果的に，国際的正当性，国際
法，それらすべてを無視した。私の考えで
は，イスラエル政府の政策が原因となって，
二国家案の可能性は非常に小さくなってし
まっている。

サアディー氏は 1937年に現イスラエル領
のアッカで生まれ，1948年の第一次中東戦
争を幼少期に目の当たりにし，イスラエル領
内での抵抗運動への参加を理由に 8年間の投
獄を経て 1970年代にヨルダンへ追放されて
いる。激動の時代の経験を活かし，ヘブライ
語からの翻訳やイスラエル・ユダヤ社会の分
析を通じて「相手をよく知る」ことを実践し
た。経験の裏返しとしてか，著書『殺戮と諸
行動 1936-1983：パレスチナにおけるシオニ
ストのテロ文書より』などから伺える論調は
決して穏和ではなく（As-Sa‘dī 1985），イス
ラエルに対する妥協的発言は著作からもあま
り見られない。しかしながら，他の 2者とも
共通して「不可能」との強い否定語が用いら
れ，二国家案の実現について強く否定的である。
サアディー氏が指摘した，入植地の建設に
関するイスラエル側の立場は，レヴィ・コ

ミッション22）の報告書（Levy Commission 
2012）などに示されている。報告書は，イ
スラエルの占領と入植は国際法違反にはあた
らないとしているが，これに対し国連安保理
決議 2334号（2016年）では明確に反論がな
された。国連とイスラエルの見解が異なるの
は，西岸地区に対するイスラエルの歴史的な
関係性が認められるかどうか，という点にお
いてであるが，この解釈の相違については両
主張は平行線上のままである。いずれにせよ，
入植活動は継続中である。
入植地は，これまでの和平交渉の前提と
なってきた物理的分割という原則に反するこ
とから非難の対象となっているが，エルサレ
ムの地位についても度々言及がなされ，少な
くとも東エルサレムをパレスチナの首都とす
べきことについては本稿のインフォーマント
となった 3者全員が一致し，その重要性をう
かがわせる。エルサレム，特にその旧市街は，
宗教的重要性も相まってイスラエルとパレス
チナの両者が領有を強く主張している。第三
次中東戦争以降，イスラエルが東エルサレム
からの撤退を指示されていながら占領と入植
を続けた結果，人口動態的にも文化的にも，
地域のアラブ的性質が次第に排除されていく
「ユダヤ化」の問題が発生している。加えて
アメリカやトルコをはじめとする中東内外の
各国が，大使館移転や首都承認を巡って駆け
引きを行うなど，国際政治上の影響も大きく，
分割が特に困難になっている。二国家案が物
理的な分割を原則とする以上，エルサレムの
地位は常に争点となってきた。
ここまでの議論を振り返れば，インフォー
マントの主張は二国家案に強く否定的である
が，これは先行研究において二国家案に否定

↗ する調査・研究の実施や関連書籍の出版等の活動を行っている。生前は PNCメンバーとしても活
躍した。インタビューはアンマーンの事務所にて 2016年 9月 7日に実施した。

21） ベンヤミン・ネタニヤフ（1949–）はテルアビブ生まれのユダヤ人であり，イスラエルの政治家，
元軍人である。シオニズム右派政党で現在の最大勢力であるリクード党の党首であり，外相・財務
省を歴任した後に首相となり，4度首相に当選している。

22） 西岸地区におけるイスラエルの入植活動に関する法的地位の検討委員会として，2012年にネタニ
ヤフ首相が指名したもの。
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的なものの見解とも大方一致している。
共通見解の他には，二国家案に対しては相
対的にディアスポラや難民キャンプ住民から
の反発が大きいという示唆もなされた。二国
家案が実現された場合，イスラエル領となっ
た地域へは，難民やディアスポラが帰還して
元々あった住居などの財産を回復できる可能
性が低くなるため，あるいは現イスラエル領
に帰還できたとしても結果的に「イスラエル
市民」とならざるを得ないことを心理的に受
け入れられないためと考えられる。ノーファ
ル氏は次のように述べている。

難民問題を犠牲にしたパレスチナ国家の樹
立は［大部分のパレスチナ人からは］拒絶
されている。私はパレスチナ国家の樹立を
支持してはいるが，難民が犠牲となり，レ
バノンやシリア，ヨルダンにキャンプが
残ったままであることは望まない。難民問
題の解決は問題全体の解決に直結するもの
だ。難民［の問題の解決］無しで国家が樹
立したとしても，それは暫定的な解決にす
ぎない。

これは，難民問題とはすなわちパレスチナ
問題の最も中心的なイシューの一つであると
いう趣旨の発言であると読めるが，インタ
ビュアーである筆者にとっても，また研究者
の間でもおそらく異論はない，いわば「当た
り前」の議論である。しかしだからこそ，こ
こで敢えて強調されていること自体が注目に
値する。裏を返せば，当たり前のはずの問題
が蔑ろにされているという認識を示唆してい
るためである。
これに関連する問題としては，オスロ・プ
ロセスによってパレスチナ自治政府（以下
PA）が発足したが，それ以降，選挙制度な

どの観点から見て，PLOのみを拠り所とし
てきた難民やディアスポラと比較すると，相
対的に自治区住民の政治的影響力が増大した
ことが指摘できる。ノーファル氏が自身の論
考でも指摘するように，自治政府の統率下に
ある有権者は当然自治区住民のみであり，結
果として難民問題の優先度は低下し，国家樹
立が先行して議論されるようになった（Nawfal 
2011: 831–862）。インフォーマントらはディ
アスポラでもあり，そのため自身らの今後の
地位にも関わる難民問題への対処を蔑ろにす
るような二国家案に対しては，消極的となっ
ていると推察される。
難民問題はかつてのパレスチナ問題を構成
する最も重要な問題の一つであったことは明
らかであるが，上述の議論を受けては，現在
のパレスチナ問題に構造的変化がみられるこ
とも示唆される。つまり解決のための論理そ
れ自体が，国連による分割や停戦決議，そし
てオスロやロードマップなどと時を経るにつ
れ「退化」してきたということである。例え
ば 1948年の段階では，パレスチナ問題とは
土地の収奪と難民の帰還という 2つの争点に
よって構成され，係争地は歴史的パレスチナ
全土であった。しかし，この本来の争点は次
第に矮小化され，現在は難民問題がほぼ無視
され，同時に交渉で扱われる「土地」の範囲
は次第に狭まっている23）。その裏で，占領や
入植といった新たな問題が肥大化し続ける。
経済や流通，水資源管理の問題なども同じく，
かつては存在しない問題だった。こうしてパ
レスチナ人は，権利や自由という核心的争点
に取り組む以前に，人道危機に脅かされるこ
とになった。ハマド氏は，この点について端
的に「今日話題に上るのは占領の終結に関す
るもので，ナショナリズムや国家の希求と
いった問題ではないのだ。そうした議論は事

23） 国連安保理決議 242号以降，争点は停戦ラインの内側だけとなり，その外側のイスラエル領の地
位は事実上不問となった。さらにその後，オスロ合意が西岸地区を 3区分（A・B・C地区）すると，
その後の和平交渉が扱う争点は，A・B地区にどこまでの範囲を割り当てるか，という段階まで矮
小化されている。
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実上崩壊してしまった」と失意をあらわにし
た。換言すれば，パレスチナ人にとってのパ
レスチナ問題とは，「権利と自由のための闘
争」から「明日の生き残りをかけた抵抗」へ
と矮小化されてきたのである。
以上のような理由から，インフォーマント
らは共通して二国家案に否定的であったが，
そうした見解と同時に，サアディー氏やハマ
ド氏は「望ましい解決案とはなにか」と問わ
れた際には国連安保理決議 242号24）を取り
上げ，西岸地区の全領域から入植者とイスラ
エル軍が撤退し，パレスチナ人の民族自決権
の行使を保障しつつ，難民が帰還する25）こ
とのみが解決案だとした（ノーファル氏だけ
は，いずれかの案を明示的に選択することは
なかった）。これは本心と矛盾するようにも
思われるが，ハマド氏が「歴史的な経験と詳
細な検討の中で，最後に残された選択肢が二
国家案だ」と語るように，二国家案は和平交
渉のテーブル上に載せられ，イスラエル側も
数度にわたってそれを交渉の対象としてき
た「実績」がかろうじてあることが，この見
解の背景にある。しかしながら，すでに確認
したようにその実現可否については強く否定
的であることと併せて考えれば，彼らは二国
家案を「支持している」というより，むしろ
非常に消極的に「それ以外に縋れるものがな
い」といった認識であると推察される。

第 2章　一国家案に対する認識

では，オルタナティブとして現在活発に議
論されている一国家案についてはどうか。
既に述べた一国家案は，現状との隔たりに
鑑みればラディカルではあるが，全く非現実

的というわけではなく，パレスチナ人にとっ
てのメリットも存在する。このため，望まし
い解決と捉える者が一定数存在することも理
解できる。しかしながらインフォーマントら
は，一国家案については二国家案よりも増し
て否定的な見解を示した。その最大の理由は，
イスラエルがそれを絶対に拒絶するだろう，
という認識である。ノーファル氏は次のよう
に指摘した。

イスラエルは現在も，そしてこれからもそ
れ［一国家案］を拒絶するだろう。彼らは
人口動態を理解しており，南アフリカで起
こったように，［もし一国家となれば］将
来的にはパレスチナ人側が公正を実現でき
るようになることを理解している。その
ためネタニヤフ政権はパレスチナ国家樹
立［二国家案］も二民族一国家（al-dawla 
thunā’īya al-qawmīya）案も拒絶している
のだ。

一国家案の実現については，（イスラエル
などが）「否定」（nafy）する，といった言葉
ではなく，「拒絶」（rafḍ）など，一段階強い
否定語が用いられていることが特徴的であ
る。そしてその否定的な度合いは二国家案と
もほぼ共通する。
またイスラエルが一国家案を拒絶する最も
重要な理由としては，人口動態と国家の「ユ
ダヤ性」の問題が挙げられた。現在，歴史的
パレスチナ全体で民族ごとの人口を比較する
と，ユダヤ人とパレスチナ人の人口はほぼ同
数となる。だがパレスチナ中央統計局の予測
によれば，2020年までに，出生率の高いパ
レスチナ人の人口がユダヤ人の人口を上回る

24） おもに第三次中東戦争の戦後処理にあたって 1967年 11月 22日に採択された。イスラエル軍の占
領地からの撤退を求め，難民の権利の尊重などを確認している。

25） 難民の語には lāji’の語が使用された。この語は一般的には 1948年難民を指し，1967年避難民
（nāziḥ）とは区別される。しかしながら，「難民問題」といった語においてはその両方が意図され
ることがあり，インフォーマントの回答においても難民・避難民両方を意図していると考えられる。
また，国連安保理決議 242号を前提としていることから，帰還先としては，少なくとも西岸・ガ
ザを意図していると考えられる。
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（PCBS 2015）。この状況下で一国家案が実
現すれば，イスラエルが非ユダヤ人によって
民主的に「乗っ取られ」，ユダヤ人が少数派
となる危険性がある。そのためイスラエルは
一国家案を絶対に容認しない，という議論で
ある（Talhami 2016: 475）。サアディー氏が
「［一国家案は］イスラエルのユダヤ性を消滅
させるものだ」と指摘するように，イスラエ
ル社会でこのことは，イスラエルが「ユダヤ
人の国」であること，すなわち国家のユダヤ
性に対する危機として認識されており，パレ
スチナ側もイスラエルがそれを受け入れるこ
とはないという根強い認識がある。なおこの
議論自体は新しいものではなく，1970年代
頃から指摘され広く認知されてきた。
さらに一国家案は，実際の和平交渉などに
おいて提示されてきた「実績」がなく，ユー
トピア論的で，かつ机上の空論であるという
見解もみられた。ハマド氏によれば「一国
家案はまだ『計画』（mashrū‘）ですらなく，
単なる『アイデア』（fikra）にすぎない。し
かも非常にエリート主義的なものだ」とい
う。実際，イスラエルとパレスチナの議会や
政党においては，一国家案が真剣に議論され
ることはまずなく，先述した通り世論も冷や
やかである。
一部のパレスチナ人政治家などが一国家案
に言及する場合もあるが，サアディー氏など
の見方では，これはイスラエル政府に対する
脅迫として用いているにすぎず，実際の政治
的選択肢として提示しているのではない。こ
の脅迫とは，もしパレスチナ国家の樹立がな
されず，占領が終結しないのなら，両陣営は
（最悪のシナリオである）一国家を受け入れ
ざるを得なくなる，だから二国家案を直ちに
実現せよ，というものである。また，一国家
論者の陣営は実体のない小規模なものだとい
う認識も共通して存在し，その拡大に期待す
る論調は存在しなかった。
加えてここまでの議論において読み取れる
点としては，一国家案に対するインフォーマ

ントらの見解は，それが「パレスチナ人に
とってよいかどうか」という観点からより
も「イスラエルが受け入れるかどうか」とい
う視点から論じられているということであ
る。すなわち知識人らの見解においても，イ
スラエルとパレスチナの間の非対称性それ自
体と，これが是正される可能性が限りなく低
いことが認識されていることがわかる。サア
ディー氏もこのことを端的に示す発言として
「なぜ［一国家案は］現実的でないのか。ひ
とえにそれは，大部分のイスラエル人が望ん
でいないから，ということに他ならない。こ
れはシオニズムの計画と完全に矛盾するの
だ」と述べた。
まとめれば，大方の認識は，二国家案も実
現は困難であるし，かといって一国家案も非
現実的だというものであった。あくまで相対
的に，実現可能性が残っていると思われ，そ
して交渉のテーブルに上ってきた実績を持つ
二国家案が，かろうじて主流となってきたに
過ぎず，むしろ実際には，将来的なより良い
ガバナンス像を見いだせないのが現状といえ
る。その結果，オルタナティブが存在するか
どうか問いかけた際には，以下のノーファル
氏の発言などにも見られるように，何らかの
解決案を提示するのではなく，あくまでイス
ラエルの計画を阻止するために占領に市民的
闘争を続けるしかない，という議論に行きつく。

オルタナティブ（badā’il）とは……はっ
きり言って，それはイスラエルの計画を阻
止するための抵抗を続けることでしかな
い。入植者たちはそれが自分の土地ではな
いことを知っている。彼らは土地は欲しい
が人は要らないのだ。

沈黙が挟まれる点からも，オルタナティブ
を見出すことの困難と，本人の意識の中でそ
れが確定的ではないことを示唆している。以
下のハマド氏の発言にも，同様の認識が読み
取れる。
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［オルタナティブとは］闘うことだ。西岸
やガザ，その他すべてにおいて占領と戦う
こと。政治，教育，健康，パレスチナ社会
の建設とそれを維持すること。そして帰還
権を常に強調しこれに執着すること。また
西岸やガザにおいて市民的闘争を続けるこ
とだ。現状，それしか我々にできることは
ない。

インタビュー中に見られる「市民的」闘争
との言及からは，非軍事的，すなわち武力を
伴わない抵抗を意図していると考えられる。
また語法については，特に最後の部分が特徴
的といえる。ここで述べられている手法を積
極的にとるべきだと意識するのなら，「それ
（こそ）をすべきだ」という肯定文にするの
が通常と考えられる。しかしここでは「それ
以外にない」と述べ，消去法の結果の消極的
選択であることを示している。
ハマド氏は著作『アラブ・イスラエル紛争
における将来とシナリオ』の序文において
も，パレスチナ人たちは一層力強く，そして
広範囲の抵抗を継続し，インティファーダの
成功を目指すしかないと述べ（Ḥamad 2011: 
871），「独立と自由と占領からの解放を実現し，
パレスチナ人が祖国の地に帰還し，シオニス
トの人種差別的支配を清算する」ことの重要
性を説くものの（Ḥamad 2011: 873），それ
以上の具体的な政治的プロセス，さらに言え
ば解決案については述べておらず，現状にお
いてそうすることの難しさを物語っている。
また PNCメンバーという政治家としての

側面もあり，悲観的発言には一定の抑制がか
かると思われるサアディー氏であっても「近
い将来においてはパレスチナ問題の解決はあ
り得ないだろう」とその心境を語った。ここ
で用いられている「あり得ない」（mustaḥīl）
の語には，その落胆度の高さが示されている。
なおこうした悲観的状況については，

2017年 12月に発表されたアラブ諸国を対象
とした世論調査からも読み取ることができる
（Zogby Research Services 2017: 18）。「いか
なる解決も可能とは思わない」という回答の
割合が，アラブ諸国中でもパレスチナ人の人
口が他と比較して多く，さらにイスラエルと
隣接することで紛争の影響を直接的に受けや
すいと考えられるレバノン，ヨルダン，パレ
スチナ自治区においては実に 4割を超え，他
国の倍以上となっている26）。共通するのは，
既存の解決案の実現はほぼ不可能であり，何
らかのオルタナティブの必要性を示唆してい
る点である。

第 3章　アクターに対する認識と
「解決」の意味

解決について悲観的な見方の背景には，単
に解決案それ自体が困難であるといった理由
だけによるのではない。その背景には主要な
政治的アクターに対する不信感が位置づけら
れる。調査ではそうしたアクターとして，現
在のイスラエル政府，イスラエル左派勢力，
パレスチナ指導部（主に PAと PLO），そし
てハマース27）をはじめとするイスラーム主
義系勢力を取り上げた。調査当時，基本的に

26） パレスチナ自治区における調査では当然回答者はパレスチナ人であるが，その他の国においてはそ
れぞれの国籍を所有する各国市民が解答者であるため，（パレスチナ自治区以外での）調査結果に
パレスチナ人の意志がどの程度反映されているかに関しては人口比を考慮しなければならない点に
注意が必要である。なお資料では標本抽出の手法についての情報を詳細に公開しており，調査結果
は十分に有意であると言及している（Zogby Research Services 2017: 32）。

27） イスラーム抵抗運動（Ḥaraka al-Muqāwama al-Islāmīya）の頭文字をとってハマースと呼ばれ
る。カイロのアズハル大学でイスラーム法学を学び，ムスリム同胞団に参加していたアフマド・
ヤースィーンと，同じくエジプトで医学を学びムスリム同胞団に参加していたアブドゥ・アル＝ア
ズィーズ・アッ＝ランティースィーにより 1987年にガザ地区で創設されたイスラーム主義系政党，
互助組織，軍事組織である。イスラエルに対しては一貫して非妥協的姿勢をとってきた。
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全てのアクターが二国家案を是としていた
が，時期によっては交渉自体を拒否する立場
をとるアクターもある。またイスラーム主義
組織などは，近年では二国家案を否定しない
立場をとるが，武装解除は拒否しており，強
硬な姿勢を見せている。イスラエル左派政
党やパレスチナ指導部（PLO・ファタハ派）

は強硬派と比較すると相対的に柔和な姿勢を
とっており，すなわち武力によらない政治的
な対話による問題解決（しかし，前提となっ
ているのは二国家案である）を目指している。
そんな状況の中，知識人らがとりわけ批判
的なのは，当然ではあるが，イスラエル政府
の姿勢である。ノーファル氏の見解では，イ
スラエル政府には和平を達成する意志は全く
無いという。その理由として，イスラエルが
和平と矛盾する入植を公式に奨励しているこ
となどを挙げた。イスラエルは最終的にパレ
スチナを消滅させるための「戦略」としてそ
れらを実行するのだとの分析である。次のサ
アディー氏の発言も，そうした見方を強く示
している。

これまで，PLOとイスラエル政府との間
にいくつもの合意が存在してきた。イスラ
エルはそれらを尊重してきたか？　しな
かったではないか。それはつまり，イスラ
エルこそが全ての解決の扉を閉じたという
ことではないか。（中略）イスラエルの立
場は国際法に則ったものでもなく，その他
国際的に正当性のある決議に則っているわ
けではない。安保理はイスラエルの入植地
建設に反対する決議を採択してきた。しか
しイスラエルはこの決議を聞き入れたか？　
しなかったではないか。

イスラエルが占領を続け，既存の合意を破
棄することで，パレスチナ側は怒り，更なる
泥沼化に陥る。裏を返せば，この状況がイス
ラエルの利益になっているという見方でもあ
る。語法としても反語的な問いかけを用いて

イスラエルの不誠実を強調して語っている点
も特徴的である。
またハマド氏からも，多くの事柄が「イス
ラエルの合意なしには実現しようがない」と
の指摘がなされた。ノーファル氏の以下の発
言からも，やはりイスラエルに対する強い不
信感が読み取れるのと同時に，主導権を握っ
ているのはイスラエルであり，イスラエルの
態度が変化しない限り，解決は見込めないと
の認識が強く示されている。

イスラエルが望めば，［パレスチナ］国家
の樹立も可能だが，そうなるとは思えない。
（中略）決定権を握っているのはイスラエ
ルだ。そしてそのイスラエルが今後数年の
間に何らかの形での和平を支持するとは思
えない。イスラエルはこれまでも何度も裏
切ってきた。例はいくらでもある。（中略）

そしてそのイスラエルに圧力をかけるもの
はいない。そんな状況でイスラエルが突然
態度を変えるだろうか。彼らはその状況で
満足なのだ。

入植地をはじめとする既成事実は積み重な
る一方で，状況は次第に困難になってきてい
る。二国家案が実現すればよいが，実現しな
いまま時間が経てば，最終的にパレスチナ側
にとってさらに破滅的な結果が待ち受けてい
るという状況が，すでにコンセンサスとなり
つつある。この状況こそが，不信感の背景に
あるひとつの要因である。
イスラエルの左派勢力についても，メレツ

（Meretz）や労働党，共産党などかつて影響
力を持った政党が存在していたことについて
振り返りながらも，現在ではその影響力につ
いて否定的な評価が目立つ。ノーファル氏は
「［左派勢力には］影響力が無い。選挙を見れ
ば一目瞭然だ。イスラエル社会は誰を選ぶの
かと思えば，ベネット28），リーベルマン29），
ネタニヤフなどだ。平和を達成しようとして
いる者たちはそこにはいない」と指摘した。
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名前が挙げられた人物らはイスラエルにおい
ても明確に右派，あるいは極右の強硬派とし
て知られる人物であり，彼らが政権を担う以
上は和平への期待は無いということが明示さ
れた。一方，アラブ政党や極左政党のように，
パレスチナとの協調，あるいは対話による交
渉を目指す派閥も存在しており，イスラエル
政治が一枚岩ではない状況は知識人らの間で
も当然のごとく認識されている。しかし，イ
スラエルの民意は右派を選択し続けてきたの
であり，左派に対する期待感はない。
この状況に対し，有効な対策を講じられな
いPAやPLO30）についてはどうか。近年では，
PAが国連におけるオブザーバー国家の資格
を得た（2012年）ことで，国際的にはその
影響力に好意的な評価がなされることもある
が，ノーファル氏の以下の発言からは，冷や
やかな分析が読み取れる。

PAは政府とはいえない。A・B・C地区31） 

［次頁地図］に都合よく区分され，イスラ
エル軍がいつでも望んだときに入ってこら

れる。そこに国家はない。支配しているの
は誰か？　例えばラーマッラーに行くと
き，何が必要か。イスラエルの許可だ。パ
レスチナの首相ですら，こちら［ヨルダン］
に来るのにはイスラエルの許可が必要だ。
国家の条件とは何か。国民，領土，政府，
主権である。そのうち我々には領土，政府，
主権が無い。

ここでは問いかけが多用されることで，イ
ンタビュイーには共感が求められ，そこで挙
げている不正や不満の内容がインタビュアー
にとっても明白なものであるはずだ，そうで
あると信じたい，との認識がその背景に位置
づけられる。

PNCメンバーであるサアディー氏であっ
ても，指導部の能力については懐疑的な意見
を示した。事実上の問題として，PAは一般
的な政府としての機能を十分に持っていると
は言えず，この状況を変化させる力はないと
いう。実際，軍事力，行政機能などを取り上
げてみても，PAはこれを保持していないか，

28） ナフタリ・ベネット（1972–）はハイファ生まれのユダヤ人であり，イスラエルの政治家，元軍人・
実業家である。極右と目されるユダヤ教正統派系の宗教シオニズム政党「ユダヤ人の家」の党首で
あり，同党は第三次・第四次ネタニヤフ政権においてはリクードとの連立政権に参加，ベネット自
身は教育大臣などを歴任した。

29） アヴィグドール・リーベルマン（1958–）はモルドバ出身のロシア系ユダヤ人であり，イスラエル
の政治家である。旧ソ連・東欧系ユダヤ人を支持基盤とする世俗派のシオニズム極右政党「イスラ
エル我が家」の党首であり，外務大臣などを歴任した。同党は幾度となくリクードとの連立政権に
参加している。

30） パレスチナ自治政府（PA: Palestinian Authority）は，1993年のオスロ合意に基づいて発足した
パレスチナ人による自治機関である。一方，パレスチナ解放機構（PLO: Palestinian Liberation 
Organization）は，パレスチナの解放を目的とする諸機関の統合組織として 1964年に設立された。
PLOはオスロ合意の調印主体であり，その合意事項の履行のために PAが組織された。PAは被占
領パレスチナ地域におけるパレスチナ人の問題について自治を行うのに対し，PLOは世界中のパ
レスチナ人を包括する主体であり，主に外交機能を担うことでパレスチナの地位等に関してより広
範な意思決定を行っているが，域内の自治については法的権限を持っていない（PASSIA 2014）。

31） 1995年の暫定自治合意（オスロⅡ）において適用された西岸地区の行政区分を指す。PAが行政・
治安に関する権限を有するエリア A，行政権は PAにあるが治安に関する権限はイスラエルと PA
が分担するエリア B，イスラエルが法的にも軍事的にも事実上支配するエリア Cの 3区分がある。
続くヘブロン合意（1997年），ワイ・リバー合意（1998年），シャルム・アッ＝シャイフ合意（1999
年）とその履行を経て一部地域からのイスラエル軍の撤退が完了した時点では，西岸地区の面積に
おける 17.2パーセントがエリア A，23.8パーセントがエリア B，59パーセントがエリア Cとなっ
た（図を参照）。Jan de Jong. SHARM ESH-SHEIKH AGREEMENT, 4 SEPTEMBER 1999. (n.d.). 
Retrieved November 12, 2019, from PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of  
International Affairs): http://www.passia.org/maps/view/33
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限定的なものがほとんどである。
また，ハマースなどのイスラーム主義組織
についても，現状はガザ社会全体と共に力を

失いつつあるとの指摘がなされた。ハマース
は単に政治やイスラエルに対する抵抗運動と
してだけでなく地域における互助組織として
の側面から住民からの着実な支持を得つつ，
和平において成果を出せないファタハ派に対
するオルタナティブとして，2006年のパレ
スチナ評議会選挙で予想外の勝利を挙げた。
しかし，その後のパレスチナ内部での権力闘
争に発展し，西岸地区のファタハと決裂して
ガザに籠城すると，（数度ファタハとの和解
に至ったが，長続きはしなかった）イスラエ
ルに対する武力闘争路線を展開する。以降，
度々ファタハとの和解を模索しつつもイスラ
エルとの断続的な交戦の結果，完全な封鎖下
に置かれることとなっている。インフォーマ
ントの評価は，こうした状況を指していると
考えられ，何ら不自然なものではない。
またノーファル氏が「最終的にハマースが
衰退しても，民衆は新しい何かを生み出すこ
とになるだけだ」と指摘するように，彼らの
認識においては，イスラーム主義であること
の重要性や特異性はそれほど認められていな
い。またノーファル氏によれば，民衆の意志
に関して結局のところ重要なのは，パレスチ
ナの権利を求め，そのための戦いを継続する
こと，それ自体なのであって，問題はハマー
スかファタハか，といったことでもなければ，
世俗主義かイスラーム主義かといったことで
もないのである。
共通して，何らかのアクターが鍵を握って
いる，あるいは今後の和平を指揮できる，と
いった見解はみられない。こうした意識が結
果的に，インティファーダなどの抵抗運動に
期待するしかないという考えに結びついてい
く。インティファーダに関しては，それがメ
ディアなどを通じて国内外で議論を引き起こ

32） 図では凡例の順に上から，A・B地区，合意時点でイスラエル軍の更なる撤退が予定されている地
域，イスラエル入植地の建設予定地，自然保護区，イスラエル入植地を示している。またこれら
以外の地域（境界線を示す破線内部の白色地域）は C地区にあたる。Jan de Jong. SHARM ESH-
SHEIKH AGREEMENT, 4 SEPTEMBER 1999. (n.d.). Retrieved November 12, 2019, from PASSIA 
(Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs): http://www.passia.org/
maps/view/33

図　 シャルム・アッ＝シャイフ合意（1999年）を経た西
岸地区の区分（A・B・C地区）32）
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すことで，パレスチナ問題が「死んだ問題」
にならないようにする，という面では肯定的
な評価もなされた。イスラエルに対する圧力
の不在と各アクターの無能という状況，その
裏返しとして自分たちが行動するしかないと
いう意識の醸成が，市民的抵抗運動の評価に
影響しているといえる。しかし，サアディー
氏の以下の発言に見られるように，最終的に
インティファーダには，イスラエルを変化さ
せ解決へと導く力はないという悲観的な見方
もある。

たしかにインティファーダは圧力の一部に
なる。しかし，積極的な効果を上げること
はないだろう。インティファーダの意義と
は，イスラエルの内部をかき乱し，またパ
レスチナ問題がまさに現在進行形であるこ
とを世界に向けて示すということにある。
だが，我々が究極的に望むのは占領の終結
である。これが占領を終結させることがで
きるのか？　答えはもちろんノーだ。そし
てその代償はあまりにも大きすぎる。

ここでも，問いかけによって共感を引き出
しつつ，その後の否定を強調している。さら
に，「もちろん」（ṭab‘an）の語も否定的意識
の強固さを物語っているといえ，「ノー」（lā）
を引き立てている。
このように，提案されてきた解決案にもア
クターにも期待感はなく，不信感や憤りの念
にも支配されつつある知識人らであるが，一
方でインタビューからは諦めといった感情は
存在していないように見受けられる。その代
りに彼らが強調するのは権利への固執といっ
た表現である。ノーファル氏は次のように
語った。

もし自分が祖国を追われたら，権利を奪わ
れた少数派として生きていくのか，あるい
は抵抗するのか。なぜ住んでいた場所から
追い出され，難民としてそれを外側から眺

めていなければならないのか。これは理屈
ではないのだ。もちろん帰還は簡単ではな
い。現状はそれを許さないが，自分の子が，
孫が，それを求めて闘い続けるだろう。ユ
ダヤ人は 2000年も前に追放され，やがて
我々がいる土地にやってきた。我々はたか
が 50年，70年ほどだ。我々は帰還を忘れ
てはならない。自分自身の権利としてそう
するのだ。これは国際法や境界線の問題で
はなく，我々の存在の問題なのだ。

ここでも問いかけによる共感の惹起が語法
として用いられており，自分たちの反応は至
極正当なものであり，不満が理解されること
も自然なことであるとの認識が読み取れる。
またすでに引用したように，ハマド氏も解
決のために忘れてはならないことは「帰還権
を常に強調しこれに執着すること」であると
した。同時に「抵抗」や「国家の樹立」は権
利のための手段，あるいはプロセスとして語
られ，目的そのものではないという認識も読
み取れる。
彼らが認識している「パレスチナ問題」と
は結局のところ，自由と権利をめぐる問題で
あるように推察される。その「権利」の具体
的な中身は，難民の帰還権と，土地に対する
権利である。しかし，これらの本質的な争点
は，先述のように次第に矮小化されてきた。
和平交渉の再開に期待がないのは，近年の
和平プロセスが悉くこうした本質的争点に対
する最終的ビジョンを提示していない，すな
わち「権利ベース」の解決になっていないこ
とが深く関係していると推察される。例えば
二国家案をベースとするオスロ合意は，難民
の帰還権とパレスチナの最終地位という最も
重要な点については交渉を先送りにしてい
た。結果を見れば，パレスチナはわずかな土
地における限定的な行政権を獲得しただけ
で，占領による既成事実は制度化され，同時
に，自治政府の樹立による指導部の権威拡大
と腐敗，そしてディアスポラと難民の発言力
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低下がおこった。近年では，両陣営が和平交
渉のテーブルに着くことすら困難になり，そ
の間にイスラエルはさらに多くの既成事実を
積み上げている。とりわけそうした和平プロ
セスの代表格であるオスロ合意については，
このような批判がすでに数多くなされている
（奈良本 2005: 313–356；パペ 2018: 191–215
など）。
サアディー氏も「パレスチナの立場として
求めているのは，完全な解決，である。部分
的な解決ではない」と述べるように，部分的，
あるいは段階的な交渉は，結果的には常にイ
スラエル側の「隠れ蓑」として機能してきた。
この状況を打破するには，ノーファル氏が自
著においても指摘したように，基本的に「こ
の紛争はパレスチナ人の完全な権利の実現な
しには終結しない」（Nawfal 2011: 834）こ
とを認識し，最終地位までを含めた，包括的
な和平の枠組みが提示される必要がある。同
時に，インフォーマントらの意見からも読み
取れるように，二国家案や一国家案という既
存の枠組みにはすでに明確な障害が含まれ，
このままでは機能しない可能性が高いことを
認識しなければならない。

第 4章　見出される規範と脱構築に向けて

ここまでのインフォーマントらの見解をま
とめると，大きく分けて四つの共通点がある。
第一に，彼らは既存の解決案の実現にはほ
とんど期待していない。従来の議論の通り，
物理的な既成事実の数々や，難民の反発が二
国家案をほぼ不可能にしてしまっている。一
国家案についても，圧倒的強者であるイスラ
エルの拒絶や裏切りに対する不信感によっ
て，懐疑的である。先行研究の多くはいずれ
かの解決案に期待を持つ姿勢をとるが，本稿
の議論からは「いずれでもない」という立場
がパレスチナ知識人の間でも決して狭くない
範囲で現れてきていることが示唆された。
第二に，そうした状況下でも，オルタナティ

ブとなる新しい解決案についてはイメージが
不在である。その結果，相対的に現実性があ
り，また「実績」もある（あるいは「経験豊
富」な）二国家案に縋らざるを得ない状況に
ある。知識人らのこうした消極的支持は，結
果的に二国家案が政治的文脈において主流で
あり続けてきた要因のひとつであると言い換
えられよう。
第三に，不信感や期待の欠如はイスラエル
以外のアクター，すなわちPAやPLO，ハマー
スといった組織にも向けられている。
これらのみに注目すれば，どこにも希望が
ないようにもみえるが，彼らは完全に諦めて
いるわけではない。インタビューでは明確に，
奪われた権利の回復に固執すべきことが繰り
返し強調された。これが第四の共通点である。
しかし，第四の点と，具体的な解決案につ
いての彼らの認識との間には隔たりがあるよ
うに思われる。つまり，権利の回復のために，
消極的ながら二国家案の実現を求めてきたわ
けであるが，論理的には必ずしもこの 2者が
自動的に等号で結ばれるわけではない。一般
的に，言説あるいは広義の言語使用において，
とりわけ集団について評価的に述べる場合に
は常に，様々な形で明示的あるいは暗示的に
規範とする何らかの価値の体形が表現されう
るものである（ヴォダック＆マイヤー 2018: 
106）。インフォーマントの言説においては，
「権利の回復」を図るのであればすなわち二
国家案を目指す「べき」である，とか，もし
くは「めざすしかない」という論理を生じさ
せている規範体系が存在していることがわか
る。
近年を振り返ってみても，パレスチナ人ら
が権利を回復するための目標としたのは，完
全な主権国家として独立し，民族自決を実現
するという 2点だった。インフォーマントら
の認識における，形而下レベルでの「解決案」
もまた，この 2点が形作る枠組みの中に存
在しているように思われる。それは必然的に
主権国家や民族の自決をベースとした解決で
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ある。一方，彼らの認識から読み取れる，形
而上のレベルにおける解決とは権利の回復で
あった。すなわち，ここでの形而上の「解決」
と，形而下の「解決案」との間には隔たりが
ある。権利の回復という「解決」それ自体を
純粋にベースとした問題解決は，より広い枠
組みとなり得る。独自の国家を持ち，その中
で自決することでこそ，自身らの権利を実現
できるという論理はそのひとつの方法として
可能であるが，それは端的に言って現代の国
際法秩序を前提とした場合にのみ成り立つも
のであり，論理的には権利を実現する方法は
それに限られているものでは決してないから
である。ではその国際法秩序とは端的にいっ
てどのようなものであるか。
今日，国際的に共有される近代主権国家の
主な要件とは，ドイツ国家学の代表的学者で
あるイェリネクの学説に従い，領域（領土），
恒久的住民の存在，政府ないし主権の存在
の 3点であるとされる（イェリネク 1976: 
323–354）。これに加えて現在では，国の権
利及び義務に関するモンテビデオ条約（1933
年）の内容を踏まえ，他国と関係を取り結ぶ
能力（言い換えれば外交能力の保持と外国に
よる国家承認）が 4点目として要求される

（玉田ほか 2017: 3）。
同様に，民族自決権について国際法学者の
山形（2012: 519–520）は，1960年の国連総
会決議 1541号（A/RES/1541 XV）「自決の
ための 3つの選択肢を規定する総会決議」を
参照しながら「民族自決権は，植民地状態に
ある民族あるいは外国の支配・抑圧といった
従属状態にある民族が，独立国との統合若し
くは自由連合又は独立を，自ら決定すること
ができる権利」としている。これは 1960年
の総会決議 1514号（A/RES/1514 XV）「植
民地諸国，諸人民に対する独立付与に関する
宣言」，1966年の国際人権規約共通第 1条，
さらに最終的には 1970年の友好関係宣言

（A/RES/2625 XXV）においてその権利性が
確認されている（吉川 2009: 153）。
国連ではパレスチナ問題に限定した決議に
おいても，1974年の総会決議 3236号（A/
RES/3236）以降，折に触れて決議を採択し
てパレスチナ人の民族自決権の正当性を再確
認しており，近年においても 2017年 12月の
総会決議（A/RES/72/160）などがみられる。 
これらの決議に対しては，もちろん反対票を
投じた少数派や棄権した国がみられ，その是
非や詳細については多様な意見があることは
確かである。しかし国際社会の圧倒的多数の
認識において，少なくともパレスチナ問題が，
パレスチナ人とイスラエル人がそれぞれの民
族自決権をいかに達成するのか，という問題
として捉えられていることは明白である。
民族自決と主権国家の獲得による独立と
は，一般的なナショナリズムの目的，つまり
ここでは「パレスチナ・ナショナリズム」な
るものの目標のひとつとして位置付けるのが
自然である。一方インタビュー結果に基づけ
ば，インフォーマントらは少なくとも排他的
な土地の支配や，そこで他民族に対して絶対
的に優越した地位を獲得することそれ自体を
目指しているわけではなく，あくまで自身ら
の剥奪された権利への固執を強調した。言い
換えれば，これは「ゼロをプラスにする」希
求ではなく，「マイナスをゼロにする」希求
なのである。仮にパレスチナの大義の本質
が，彼らが強調したように権利をベースとす
るものなのだとすれば，それは暴力的な他者
の支配から脱して平和に暮らしたい，あるい
は元々いた場所に帰って暮らしたいといった
ような，純粋かつ人間として普遍性の高い願
いであるといえる。これは一般的なナショナ
リズムが目指す目標のように，集団的アイデ
ンティティや近代の国際秩序といったイデオ
ロギー性33）の高い価値を前提とした希求と
比較して，より普遍的な希求である。そこに

33） 言説分析の専門家である名嶋によれば，イデオロギーは「一定集団の価値観や利害を正当化する思
考形態」などと定義できる。さらに名嶋によれば，人々に一定の影響を与える個人や一定の集 ↗
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は本来，国家や自決といった価値は介在して
いない。そこに立ち返って考えてみれば，そ
の実現の方法は，上記の 2点のみとは限らな
いことも明確になる。
より具体的に言えば，インフォーマントら
の発言の中では，国家と民族自決という，現
行の国際システムの基本的な原則が，所与の
前提として認識されていた。その前提とは，
さらに展開すれば，他から明確に区別される
文化的・言語的な差異を備えた集団としての
民族という単位を所与とし，さらにその民族
がそれぞれの自決権を行使できるような一定
の領域によって形成される，主権を持った国
民国家の群れが，国境によって世界を分か
ち，国際システムを構成する，という現代の
大きな所与の前提である。パレスチナ問題の
文脈においていえば，パレスチナ民族とユダ
ヤ民族（あるいはイスラエル民族）がどこか
らどこまでを排他的な領域とする（あるいは
共有する）か，またそれによってそれぞれが
他から干渉をうけることなく政治的運命を決
定することができるようになり得るか，とい
う認識が大前提として位置付けられていると
いえる。これはいうまでもなく現代において
は「当たり前」とされており，グラムシがい
うところのヘゲモニーとなっている秩序であ
ると捉えられるが，これこそは彼らの言説を
方向付ける規範体系の中でもとりわけ重要な
価値とみなされているのである。
しかし，先述のように，パレスチナ問題の
解決については，とりわけパレスチナ人の権
利が回復されるということに焦点をあてて考
えてみれば，論理的には必ずしも民族自決と
排他的な主権という原則に基づく国際システ
ムの枠組みの中で捉えなければならないとい
う必然性はない。例えば，主流な主権の概念
をはみ出すガバナンスの例としては，国家

の主権が重なり合う体制としての共同国家
や共同主権（Condominium）の考え方もあ
る。あるいはイスラエルの主権下で民族的権
利を実現すべきであるとの議論も存在してい
る（Nusseibeh 2011）。そもそもインフォー
マントらはムスリムであり，パレスチナ人の
多くもムスリムであるが，民族という単位の
オルタナティブとして，イスラームの論理か
ら導かれるウンマの概念と，これによって構
成される現在と異なった国際システムといっ
た可能性が再考されてもよいはずである（実
際，イスラーム世界においてはこの考え方を
ベースとしたカリフ制再興の動きもみられ
る）。付け加えれば，一定の領土のもとに「本
国」が存在していなければ自身らのアイデン
ティティを維持できないのか，また人間とし
てあるべき生を営めないのかといえば，必ず
しもそうではないことをパレスチナ人とユダ
ヤ人自身らが身をもって証明しているはずで
ある。
このように，あらゆる方向性から解決につ
いて検討する道があり得るのであるが，少な
くともインフォーマントらの言説からは国家
と民族自決の実現という前提の中でそれが語
られており，それ自体を目的化しているとも
捉えられる。
もちろん，現代の国際社会においてこの枠
組みが支配的なもの，あるいはヘゲモニーと
なっており，そこに事実上の正当性が認めら
れることは確かであるが，パレスチナ問題の
現状に鑑みると，この枠組み自体が欠陥を抱
えていると考えざるを得ない。
このことに関連して，エルサレム大学の学
長であるNusseibeh（2011）により（学術的
な議論ではなくエッセイであるとの前置きは
しているものの），パレスチナ人にとって真
に重要だったのは独立や自決といった記号的

↗ 団や制度などの「権力」は，他者を支配しようとする「意図」を持ち，その意図を行動に移し，そ
の実践としての言説を作り出し，それらを通して「自らが持つ価値観や理念，思考構造，行動様式
など」を発信するものであり，このような要素を持つことは「イデオロギー性」を高めるものであ
ると説明している（名嶋 2018: 227）。
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な価値より，帰還権などを含む権利そのもの
だったのではないかとする示唆がなされた。
そして，イスラエルに西岸地区とガザを併合
させたのち，その国家内で権利を主張，獲得
していくという道筋が好ましいとの見解を述
べている。これは，「パレスチナ人の本質的
な希求は民族自決の枠組みでは捉えられない
のではないか」，という問題提起とも読める。
翻って，今後解決案のオルタナティブについ
て考える上では，民族自決というこれまでの
解決案において共通して前提とされてきた価
値に対しても批判的な検討を行う必要がある
ことを示唆している。
付け加えておけば，今更言及するまでもな
く，同じ国際法の枠組みの中には国家の領土
保全という概念があり，これが民族自決の権
利と矛盾してしまうこともまた，世界中の未
承認国家を巡る紛争を通じて明らかになって
きているのであるし（廣瀬 2014），民族自決
権があらゆる民族問題を解決する万能薬とは
なり得ないこともすでに指摘されている（丸
山 2003）。すなわち，パレスチナ問題とは，
その他の未承認国家にまつわる問題と並ん
で，この前提とされてきた国民国家体制，あ
るいは民族自決という観念の破綻を示す好例
として，ひいてはその脱構築について検討し
ていくべきことを示す端緒として捉えられる
のではないだろうか。
本稿が扱ったインフォーマントらの意識の
背後にある規範的価値は，不可避的に彼らの
言説を形成する鋳型，あるいは檻となってい
る。本稿でいうところの規範的価値とは，上
述のような所与の前提，国際システムのこと
を指しているのであり，インフォーマントら
の言説はこうした規範によって制約を受けて
いる。さらに言えばこれは，二国家案や一国
家案にかかわらず，解決案に関する先行研究
においても共通する規範の体系であるといえ

る。フェアクラフなどに代表される批判的言
説分析の方法論に則るまでもないが，この規
範は絶対的な所与ではなく，時にそのイデオ
ロギー性は積極的な批判の対象となり，結
果として脱構築がなされる対象にもなり得
る34）。その意味で，こうした前提もまた，パ
レスチナ問題の行き詰まりを通じて，脱構築
の可能性を見据えていく必要があるだろう。

おわりに

議論を振り返ると，インフォーマントらが
行った二国家案・一国家案それぞれに対する
批判はすでに先行研究においても一定程度指
摘されてきたことであり，加えてイスラエル
や PAといったアクターへの期待感が低いこ
ともまた，それ自体が真新しい示唆というわ
けではない。むしろ本稿が指摘したのは，そ
うした言説の背後にいかなる規範体系が存在
し，それによっていかに行き詰まりが再生産
されているのか，という点であった。パレス
チナ知識人層においても，現状を踏まえても
なおそうした議論を再生産し続けることと
なってしまっている状況に鑑みると，一般の
パレスチナ人らの意識においても同様の傾向
が見出せる可能性が高い。
また本稿が扱ったのはヨルダンにおけるパ
レスチナ系知識人であった。予想の通り，彼
らは欧米におけるリベラルな思想を背景とし
た一国家案支持者でもなく，自治区の状況を
背景にして分離主義的な二国家案支持者とな
るのでもなく，現実性な評価の結果，いずれ
の案についても困難があることを主張してい
た。これは間接的に，オルタナティブが必要
とされている点を示唆している。こうした見
解は，ヨルダンの政治的立ち位置やヨルダン
国民として生活する社会的背景の差，あるい
はアラブという西洋を相対化するひとつの視

34） そうした議論の端緒として既に現れているのが，「国際」関係論を超える枠組みとして，非国家主
体などを包括する概念としてのグローバル・ガバナンス論などであろう。
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点として捉えることができるだろう。また本
稿では深く考察することはできなかったが，
イスラームに根差す規範の体形といったもの
も反映されている可能性もある。例えば，和
解（スルフ）や公正さ・正義（アドル）の概
念などについては，西洋とアラブで異なる文
脈で形成されている。そのことに彼ら自身が
自覚的とは限らないが，彼らのスタンスはそ
うした規範体系のもとで構成されていると考
えられる。
このような立場は先行研究に見られるよう
ないずれかの案を明確に支持する二項対立的
な論調とは必ずしも整合しないものであり，
そうした彼らを含む，無視できない数のディ
アスポラのパレスチナ人が存在しているのも
事実である。したがって，今後の解決案研究
においてもそうした声が顧みられるべきと思
われる。
また本稿では，インフォーマントらが民族
自決やナショナリズムといった，所与とされ
る規範的価値の中でのみパレスチナ問題の解
決を見出そうとしている状況が看取され，こ
のことが問題解決における閉塞感を助長して
いるということが示された。問題解決の今後
のためには，あらゆるオルタナティブが検討
されるべきことは言うまでもないが，そうし
た前提的価値のレベルから問い直していく必
要もあるということが示唆される。
しかしながら本稿の内容だけをもってはそ
れ以上の具体性を持った新提案を構築するこ
とは難しく，さらに当然，これまでの前提を
脱構築すべきという議論に対する，パレスチ
ナ人，イスラエル人，また国際社会の受容と
いった点についても考察していく必要があ
る。これは筆者の今後の課題となる。
本稿の内容は，脱構築を実際に行う，ある
いは新たな提案を提示することを目的として
いるというわけではなく，その段階に至るた
めの準備として，将来像に関する行き詰まり
の状況を再確認しつつ，今後の方向性の再考
に目を向ける必要を示すものであった。それ

を示す最たる事例が，本稿が扱ったような，
「狭間」に位置するヨルダン在住のパレスチ
ナ知識人であった。すなわちそれは，非パレ
スチナ自治区住民として問題解決の蚊帳の外
に置かれつつあり，同時に，西洋的なリベラ
ルな価値観の追求に希望を求めるのでもな
い，一歩引いた客観性を持つ視点であるよう
に思われる。
彼らは，先行研究に見られるようないずれ
の論調とも異なり，一国家案と二国家案のい
ずれにも期待感を見いだせず，同時に，新た
な道を見つけることもできずにいる。こうし
た状況こそが，つまるところ「一か二か」と
いう問いに答えは無いという可能性を示唆し
ている。しかし彼らは悲観的なだけではなく，
インタビューからは権利といった究極的目標
がイメージされていることが看取された。今
後の解決案研究においてはこれらの点を軸に
したオルタナティブ構築が必要とされるよう
に思われる。

資料：インタビュー全文

1．アフマド・サイード・ノーファル氏
（実施日：2016年 9月 1日 10:00～12:30）

Q：自身の基本的な立場について，また二国
家案による解決は可能かどうか，という点に
ついてどう考えるか。

A：［インタビュー直前の］2か月間，パレス
チナに滞在していた。行くまでは，西岸地区
とガザ地区をあわせて，エルサレムを首都と
し，主権を持ったパレスチナ国家の樹立とい
う考え方が求められると考えていた。しかし
現実を見ると，これは不可能になってしまっ
たと気づいた。つまり，パレスチナの土地に
おいて入植が続く中でのパレスチナ国家樹立
は不可能である。西岸地区に散在するこれら
の入植地によって，パレスチナは，ガザと西
岸の間だけでなく，西岸の町や村の間ですら，
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地理的連続性を失ったために，国家としての
樹立は不可能となったのである。
また，西岸地区の丘陵地への入植という考
えを持っていたシャロンや，現在のネタニヤ
フ政権，過激右派政権は，パレスチナ国家の
樹立を妨害するために動いているように見え
る。そのためイスラエル政府が言っているこ
とはもはや重要ではない。彼らはイスラエル
人に対してもパレスチナ人に対しても嘘をつ
いていることを認識している。矛盾する現状
や入植を奨励していることから明らかだ。入
植地問題は入植者による独立した問題ではな
く，政府や彼らを守るイスラエル軍からの後
押しがあってのことなのだ。それゆえ，彼ら
は実際のところパレスチナ国家の樹立を望ん
でおらず，現状では樹立は不可能となるので
ある。イスラエル政府はパレスチナ民衆を辱
め，つまり彼らが奴隷化されたままでいるよ
う試みているのだ。なぜならそこには侮辱行
為に近いものなどを含むいくつもの障害が存
在するからだ。イスラエル政府はこれを失敗
させ，ヨルダン川から海岸までの全ての土地
を手に入れようとしている。
パレスチナ国家の樹立は重要だが，現状で
は不可能だ。国際社会，アメリカもヨーロッ
パも日本も，入植を止めるように圧力をかけ
ることはできない。しかしより重要なのは，
パレスチナ人たちも入植を止めるために戦っ
ていないということだ。たとえば入植地に囲
まれたヘブロンでは，ハアレツ紙が数日前に
報じた通り，ヘブロンの中心部に新たに入植
地が設置された。これはイスラエル側が国家
樹立を阻止しようとしている明らかな証拠だ。
こうした状況を見ると，ではなにが解決な
のか，ということになる。アラブ人とユダヤ
人両方のための二国家についてはどうか。入
植地とアラブの村や町の深い干渉は，これら
の分離を不可能にしてしまった。一部の者た
ちはシナイ半島にあったヤミード入植地やガ
ザの入植地が撤去されたのと同じようになる
と見てはいるが，西岸には 80万人もの入植

者がいる。この数は 1948年に存在したイス
ラエル人全人口より多いのだ。
ではエルサレムを首都とした二民族国家，
一国家案ならばどうかといえば，イスラエル
は現在も，そしてこれからもそれ［一国家案］
を拒絶するだろう。彼らは人口動態を理解し
ており，南アフリカで起こったように，［も
し一国家となれば］将来的にはパレスチナ人
側が公正を実現できるようになることを理解
している。そのためネタニヤフ政権はパレス
チナ国家樹立［二国家案］も二民族一国家案
も拒絶しているのだ。パレスチナ側がオルタ
ナティブを模索することを阻害する現状と，
イスラエルが置いた障害が存在するというこ
とだ。
オルタナティブ（badā’il）とは……はっ
きり言って，それはイスラエルの計画を阻止
するための抵抗を続けることでしかない。入
植者たちはそれが自分の土地ではないことを
知っている。彼らは土地は欲しいが人は要ら
ないのだ。
一応，他にも案はある。実際にイスラエル
側で提案されているのは，パレスチナ国家を
外側で，すなわちヨルダンの中で樹立すると
いうものだ。だがパレスチナもヨルダンも合
意はしていない。なぜイスラエルが原因と
なっている問題を，そのような形で解決しな
ければならないのか，ということだ。これは
ヨルダン人の権利もパレスチナ人の権利も犠
牲にすることになる。結局のところ，パワー
バランスが均衡するところまで，この問題は
続くだろう。
こうして考えると，シオニストの計画とい
うのはやはり，全てのアラブ人を追放するこ
とを目指しているように見える。だが 2020
年にはアラブ人の数がイスラエル人の数を上
回る。つまりシオニストの計画は人口の問題
によって，完全に失敗したということになる。
彼らはユダヤ人の国家をつくろうとしたが，
成功することはなかった。
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Q：そうした状況下においても，PAが二国
家案の実現に固執していることについてはど
う感じるか。

A：オスロ以前の 1988年に，PAは国家樹立
決議を採択した。つまり彼らにとって別の選
択肢はないのだ。また他のアラブ諸国は自国
のことで忙しく，PAは変えようのないほど
弱い。彼らは入植者を追い出すこともできな
い。小さな入植地でさえ，軍の介入によって
うやむやになる。彼らの戦いの手法は有効な
ものではない。彼らは民衆の抵抗を利用しな
かった。入植に対する抵抗が存在していれば，
入植は止まっていただろう。国連総会などの
国際的な決議以外にこうした抵抗が存在しな
かったために，入植者の人口は増加し続けた。
PAは抵抗を望んでいない。民衆の抵抗によ
る以外には，解決はあり得ない。

Q：PAにとって，そのことは有益な戦略だ
と言えるのか。

A：彼らにとって有益なわけではない。彼ら
は今，いわば疎外されてしまった状態にあ
る。彼らは民衆に対して国家の樹立を約束し
たが，20年以上たって，国家など存在しな
いことが分かった。現状，彼らには何も変え
ることはできないのだ。入植や入植者は増え，
占領は激化し，家屋の破壊，逮捕された囚人
なども増加した。彼らはこれらの状況を変え
ることができない。これらの事実によって，
PAはパレスチナ国家樹立という目的の達成
に失敗したのだ。

Q：世論調査の結果を見ると，7～8割が二
国家支持，2～3割が一国家支持となってい
るが，これについてはどう考えるか。

A：多くがエルサレムを首都とした西岸とガ
ザにおける国家建設を支持しているが，それ
は入植地の撤去を前提としたものに他ならな

い。また民衆は一国家案を支持しないだろう
と考える人は多い。事実，自分もかつてはパ
レスチナ国家建設を支持していたが，帰って
（訪れて）入植地や入植者の現状を見てみた
後では，それは不可能だと理解した。では，
二民族国家，つまり一国家案についてはどう
か。真の民主主義が機能すれば，南アフリカ
など，ほかにも複数の民族を抱えた国家は存
在している。スイスやカナダなどである。そ
こでは移住したい人は移住できるし，残りた
い，あるいは戻りたい人は，難民であっても
なくても関係なく，それができる。
しかし，難民問題を犠牲にしたパレスチナ
国家の樹立は拒絶されている。私はパレスチ
ナ国家の樹立を支持してはいるが，難民が犠
牲となり，レバノンやシリア，ヨルダンにキャ
ンプが残ったままであることは望まない。難
民問題の解決は問題全体の解決に直結するも
のだ。難民［の問題の解決］無しで国家が樹
立したとしても，それは暫定的な解決にすぎ
ない。

Q：一国家案に関して，より詳しくはどう考
えるか。

A：難民問題とエルサレムの問題が解決され
れば，それはパレスチナ問題の大方の解決と
いうことになる。そこから考えて，かつては
この考え方（一国家案）には反対だったが，
パレスチナへ行って，国家樹立が不可能だと
悟ってからは，それも一つの在り方かもしれ
ないと考えている。

Q：「解決策は無い」とする考え方が少なか
らずみられることについてどう考えるか。

A：現実をよく知って，自分の目で見ている
人間にとってはそうなっても仕方がないとは
思う。その意味では自分も同意するところ
だ。たしかに PAは全てを差し出してしまっ
た。一方イスラエル社会というのは人種差別



54 アジア・アフリカ言語文化研究　99

的で，パレスチナ問題の解決に関してはあま
り関心がない。パレスチナ国家建設を支持し
ているのはたったの 30パーセントほどだ。
当たり前だが，問題の解決が難しいのはこち
ら側の問題ばかりではなく，彼らがそれを望
んでいないからでもある。彼らのやっている
ことは国連決議でも非難されている。また国
連決議と言えば分割決議があるが，それは西
岸地区とガザだけを与えるものではない。全
体の約 22パーセントだ。しかし現在のパレ
スチナ人の領土は 12パーセントほどにすぎ
ない。最低でも 67年の決議に則った 22パー
セント，そしてエルサレムは両民衆によって
管理されるべきということを，我々は要求す
る必要がある。

Q：オスロ合意やロードマップ提案のような
政治的な交渉プロセスによって，今後問題が
解決できると考えるか。

A：例えばオスロ合意といったものは事実上，
問題を解決するどころか逆に破壊し，イスラ
エルが和平を求めていないことを明確に示
した。70～75パーセントの土地を与えても，
彼らは和平を拒否するのだ。これ以上与えら
れるものはなにもない。しかも現在のイスラ
エル政府は以前よりも過激さを増している。

Q：政治的レベル以外のところに，問題解決
の可能性はあると考えるか。

A：国際社会の圧力が無い今，それを起こす
か，あるいはボイコットなどによって，ネタ
ニヤフ政権に圧力をかけ譲歩させることがで
きる可能性はあると考える。

Q：イスラエルの左派政党の動きについては
どう考えるか。

A：かつてはメレツ35）や労働党，共産主義政
党などに影響力もあったが，現在では力を
持っていない。社会は右傾化してきている。
ただ右派なだけでなく，過激な右派。左派は
パレスチナ国家樹立を支持してもいたが，存
在が小さすぎる。しかも全ての左派が意見を
同じにしているわけではない。一部は入植に
貢献している。

Q：一国家案の支持者の多くはディアスポラ
出身であるように見受けられるが，このこと
についてどう考えるか。

A：当然，ディアスポラ（shatāt）と占領地，
アラブのパレスチナ人，それぞれが見ている
ものに違いはある。しかしそれらすべては結
局のところ，パレスチナの権利を守ることに
おいては合意している。ディアスポラはいわ
ばみな難民であって，当然難民の帰還に関
心が強い。PLOでもそうだ。しかしながら，
国民的な目的，計画という意味においては，
残念ながら合意が存在していない。だがたと
えば，多くのパレスチナ人有識者がハマース
とファタハの和解に尽力している。他にもた
とえばヨーロッパで毎年行われるパレスチナ
人会議を見てみればいい。世界中から数千人
ものパレスチナ人が集まり，帰還権と国家樹
立など，基本的な部分については合意してい
るのだ。その意味で，今後はさらに合意形成
に努めなくてはならないと感じている。

Q：比較的多数のディアスポラが一国家案を
支持しているようにも見えるがこのことにつ
いてどう考えるか。

A：自分もディアスポラだが，パレスチナ国
家建設（二国家案）を支持していた。しかし
ながら，痛ましい現実を見た後では，どちら

35） イスラエルのユダヤ系左派政党。パレスチナ国家樹立との平和共存を主張してきたが，クネセット
における獲得議席数は減少傾向にある。
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とも言い難い状況があるのは事実だ。

Q：政治的交渉や，一方で武力を用いたやり
方に対して，懐疑的にならざるを得ない状況
があるようにも見えるが，問題解決の手法に
ついてどう考えるか。

A：例えばオスロ合意はどうであったか。こ
れは政治的な営為によって出来上がったもの
だ。ではこれが何に結びついたのか。入植地
だ。はじめはパレスチナ民衆も政治的手法を
望んでいた。一方，我々は武力に頼っている
と言えるのか。子供が石を投げるのが暴力だ
と認識されるのか。これは植民地化に対する，
あくまで抵抗なのだ。アクサー［・モスク］36）

で礼拝することもできず，女性は道端で子供
を産んだりしている。この状況は一体なんだ。
イスラエルの，ネタニヤフのやり方が，パレ
スチナ人が彼らを嫌い続けるよう，そして自
分たちは占領されていることを認識するよう
に仕向けているのだ。しかしイスラエルは殺
し，破壊し，子供たちを学校に行かせないよ
うにし，壁を建設する。対して，我々が行う
べきは抵抗であって，単に暴力ではない。

Q：超民族的な共存を求める活動家や組織の
動きについてはどう考えるか。

A：良いとは思う。しかしそれらには影響力
が無い。選挙を見れば一目瞭然だ。イスラエ
ル社会は誰を選ぶのかと思えば，ベネット，
リーベルマン，ネタニヤフ37）などだ。平和
を達成しようとしている者たちはそこにはい
ない。

Q：現状は，主権と領土を持つ国民国家とい
うシステムの破綻であるとみなせるとも考え
るが，これについてはどう思うか。

A：PAは政府とはいえない。A・B・C地区
に都合よく区分され，イスラエル軍がいつで
も望んだときに入ってこられる。そこに国家
はない。支配しているのは誰か？　例えば
ラーマッラーに行くとき，何が必要か。イス
ラエルの許可だ。パレスチナの首相ですら，
こちら［ヨルダン］に来るのにはイスラエル
の許可が必要だ。国家の条件とは何か。国民，
領土，政府，主権である。そのうち我々には
領土，政府，主権が無い。

Q：何もうまくいかないのは，イスラエルの
せいとだけ考えてもよいのか。

A：イスラエルが望めば，［パレスチナ］国
家の樹立も可能だが，そうなるとは思えな
い。イスラエルやネタニヤフに対し，合意さ
せるだけの圧力が必要だ。ネタニヤフはユダ
ヤ人国家を目指しているが，その事実は国際
的な圧力の形成には結びついていない。決定
権を握っているのはイスラエルだ。そしてそ
のイスラエルが今後数年の間に何らかの形で
の和平を支持するとは思えない。イスラエル
はこれまでも何度も裏切ってきた。例はいく
らでもある。「アラブ・イニシアティブ」は，
アラブ諸国がイスラエルを承認する代わりに
パレスチナ国家を承認するというものだった
が，拒否したのはイスラエルだった。そして
そのイスラエルに圧力をかけるものはいな
い。そんな状況でイスラエルが突然態度を変
えるだろうか。彼らはその状況で満足なのだ。

Q：イスラーム主義者の動きについてはどう
考えるか。

A：PLOが不能であることを知ったパレス
チナ社会は別の物を求めた。それが当時はハ
マース38）と［イスラミック・］ジハード39）

36） エルサレム旧市街に位置するモスクで，イスラーム第 3の聖地とみなされている。
37） いずれもイスラエル右派政治家の代表的人物。より詳しくはそれぞれ注 21，28，29を参照。
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だった。今，ハマースは衰え始めている。ハ
マースが力を失えば，おそらく民衆は新しい
組織を生み出すことになるだろう。結局，パ
レスチナの権利を求め，そのための戦いを継
続することこそが重要なのであって，問題は
ハマースかファタハか［イスラミック・］ジ
ハードか，といったことではない。ファタハ
もシャアビーヤ［PFLP］40）も試したが成功
しなかった。今ハマースはどうか。成功すれ
ばよいが，そうは思えない。であれば，新し
いものを生み出すことになるだろう。その後
ろにあるものを実現するために。

Q：自身にとっての「パレスチナ問題の解
決」とはなにを意味するか。

A：もし自分が祖国を追われたら，権利を奪
われた少数派として生きていくのか，あるい
は抵抗するのか。なぜ住んでいた場所から追
い出され，難民としてそれを外側から眺めて
いなければならないのか。これは理屈ではな
いのだ。もちろん帰還は簡単ではない。現状
はそれを許さないが，自分の子が，孫が，そ
れを求めて闘い続けるだろう。ユダヤ人は
2000年も前に追放され，やがて我々がいる
土地にやってきた。我々はたかが 50年，70
年ほどだ。我々は帰還を忘れてはならない。
自分自身の権利としてそうするのだ。これは
国際法や境界線の問題ではなく，我々の存在
の問題なのだ。

2．ガーズィー・アッ＝サアディー氏
（実施日：2016年 9月 6日 10:00～11:45）

Q：自身の基本的な立場について，また二国
家案による解決は可能かどうか，という点に
ついてどう考えるか。

A：まず，何年か前に二国家解決を改めて唱
えたのはイスラエル首相ベンヤミン・ネタニ
ヤフであった。そしてパレスチナ人たちも，
このテーマを歓迎した。しかしイスラエル側
は西岸地区の土地の接収と，入植地の建設を
止めることはなかった。これにより，パレス
チナ国家建設と，それによる二国家案による
解決を不可能にしてしまった。ネタニヤフが
言うには，入植地はイスラエルの土地に建て
ているという。つまり，そうした土地は「イ
スラエルの土地」だというのだ。結果的に，
国際的正当性，国際法，それらすべてを無視
した。私の考えでは，イスラエル政府の政策
が原因となって，二国家案の可能性は非常に
小さくなってしまっている。
さらに言えば，もしネタニヤフがこの解決
策を望んだとしても，彼にはできないだろう。
なぜならイスラエル政府の近年の構造は，非
常に右傾化しており，その中にはパレスチナ
側との一切の合意に反対している政党が存在
しているからである。同じように，リクード
内部の議員や指導部の中にも，反対する者た
ちが存在している。それでネタニヤフはどう
やってその解決策を実現できるというのか。
私の見方では，近い将来においてはパレスチ
ナ問題の解決はあり得ないだろう。世界の諸
国がパレスチナ側に立ち，安保理決議の採択

38） 注 27を参照。
39） 「イスラーム聖戦」「イスラム聖戦機構」などとも呼ばれる。ムスリム同胞団出身のファトヒー・アッ

＝シャカーキーによって 1970年代に設立されたイスラーム主義政党，武装組織。イスラエルに対
しては一貫して強硬姿勢をとってきた。

40） 日本語ではパレスチナ解放人民戦線（Popular Front for the Liberation of Palestine）と呼ばれる。
アラビア語での正式名称は al-Jabha as-Sha‘bīya li Taḥrīr Filasṭīnであることから，シャアビーヤ
とも通称される。1967年にマルクス・レーニン主義者のジョルジュ・ハバシュによって設立され
た政党，武装組織。対イスラエル姿勢においては強硬派。
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を後押し，国際法に基づいた解決策の実施を
イスラエルに義務付けることなしには，時間
の無駄になる。

Q：パレスチナ側には，問題の原因は見いだ
されるか？

A：はっきりいって，ない。彼らは二国家解
決を歓迎していたのだ。もちろん，イスラエ
ルにおいても議論が存在している。全てのイ
スラエル人が，右派のように反対していると
は言わない。イスラエルにも，二国家解決に
到達しない場合，一国家になるだとうと認識
している分子が存在している。そしてそれ
［一国家案］というのは，イスラエルが望ん
でいないものでもある。なぜならそれは，イ
スラエルのユダヤ性を消滅させるものだから
である。そうした議論はいくつか存在してい
る。何日か前に，イスラエルの思想家たち，
元政治家たち，また元軍人たちによるイニシ
アティブについて読んだ。西岸地区での自決
権のための，公式の民族的な自治の開始措置
を訴えるものだ。私は，もしイスラエル人に
対して「解決に反対か，賛成か」という質問
が投げかけられたなら，多くのイスラエル人
が賛成と答えることになると見ている。なぜ
なら彼らもまた，終わりのない危機―すな
わちそれは政治的，社会的，あるいは安全保
障上の危機など様々だが―を生きているか
らである。つまり，イスラエル右派政権の立
場と，国民の立場には違いが生じているのだ。

Q：しかし，イスラーム主義者は基本的には
二国家案に反対の姿勢だったのでは？

A：それは正確ではない。実際にはハマース
は何度か西岸地区とガザにおけるパレスチナ
国家樹立を支持することを宣言している。し
かし和平というテーマからは避け続けてい
る。つまり，国家は欲しいがイスラエルとの
平和は望まないということだ。だが多くのパ

レスチナ人と指導部は二国家解決とイスラエ
ルとの和平に賛成している。1993～94年の
オスロ合意は，多くのパレスチナ人たちがそ
れを望んでいた証拠でもある。

Q：では二国家案実現の前にある障害は，イ
スラエルの政策であって，つまり入植地など
の問題であるということか。

A：イスラエルの右派たちは，そのテーマ［解
決案］のことをイデオロギーとして認識して
いる。なぜならイスラエルの右派は，西岸地
区をイスラエルの一部であるとみなしている
からだ。その場合，解決とはどういうことに
なるのか。もし彼らが，それらの土地はユダ
ヤ人の物であるということに執着しているな
ら，その中でいかにして解決など可能になる
というのか。
自分の意見としては，解決とは 3つの要素
で成り立っている。1つ目は軍事だ。これは
現在アラブには十分にないものである。2つ
目はアメリカによる，また国際的な真の圧力
である。これはイスラエルに，国際的に正当
な決議に従うことを強制させるためである。
そして 3つ目は，イスラエル世論を変化させ
ること，またイスラエル政治の勢力図を変え
ることである。

Q：アラブ統一リストが 2015年のクネセッ
ト（イスラエル議会）選挙において，議席数
が第 3位になったことはその変化と言える
か？

A：これは重要なことだ。たしかに左派政党
や，アラブ政党が 13の議席をクネセットに
おいて獲得した。しかし実際の国会運営にお
いては，それらに影響力はない。なぜならそ
うした影響力とは，実行部のリーダーシップ，
つまり，条件を与える側である政府からもた
らされるものだからだ。だが重要なのは，ア
ラブ系，左派，そしてイスラエル穏健派は，
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世界に対してイスラエル政治の真実を明らか
にし，それが制定した人種差別的な法律に挑
戦したということ，さらに入植地建設や土地
の収奪に反対するアピールを行ったことで 
ある。
我々が注目すべきは，ヨーロッパや世界中
の，政府レベルであれ，民衆レベルであれ，
国際的な世論が，何十年か前と比べて現在は
それほどイスラエルを支持していない，とい
うことである。国家レベルでも民衆レベルで
も，イスラエルに対する同情は衰えており，
パレスチナ問題に対する同情が増していると
いうことである。では，それをさらに拡大す
ることが必要になる。また日々，アメリカや
ヨーロッパでのイスラエルの大学に対するボ
イコットや，西岸で製造された製品の不買運
動などを耳にする。そうしたよいことが外に
は存在しているが，これはイスラエルの内部
を変化させるものではなく，実行力が無いの
である。

Q：これらのボイコットは右派がさらに右傾
化する原因になるとも思われるが，これにつ
いてどう考えるか。

A：いや，ボイコットは強い武器だが，むし
ろイスラエルは現状その動きを受け止めきれ
てしまっていることが問題だ。より強いボイ
コットや，より強力な国際的圧力が必要である。

Q：最近のインティファーダについてはどう
評価するか。

A：これにはポジティブな側面とネガティブ
な側面がある。ポジティブな側面としては，
それがパレスチナ問題を内側で揺り動かすこ
とになるという点がある。イスラエルは基本
的にパレスチナ問題が「死んで」しまうこと
を望んでいるのであり，その意味では，イン
ティファーダによって活性化されるのは良い
ことだ。また同様に，イスラエルの内部をか

き回すことができる。しかしネガティブな点
としては，その代償が大きすぎるということ
だ。軍はもはや，青年たちの手足を狙うだけ
でなく，確実に殺そうとして発砲しており，
実際に死者も多く出ている。

Q：インティファーダは圧力のひとつとなり
うるのか。

A：たしかにこれは圧力を形成してはいる。
しかし，積極的な効果を上げることはできな
いだろう。我々が望むのは占領の終結だが，
これが占領を終結させることができるのか。
もちろんノーだ。しかしインティファーダに
よって期待できるのは，イスラエル内部をか
き乱し，またパレスチナ問題が隠匿された問
題ではなく，現在進行形であることを示すと
いうことである。

Q：では，一国家案についてはどう考えるか。

A：我々はパレスチナ人として，その可能性
についても考慮していかなければならないだ
ろう。しかし，イスラエルの大部分は，二民
族による一国家を望んではいない。彼らはユ
ダヤ人国家を望んでいるのであり，一国家と
いうものはそのシオニズムの大願を破壊する
ものだからである。となると，このテーマと
いうのは，単に議論やシミュレーションのた
めのものに過ぎない。現状においては，全く
現実的ではない。スローガン，あるいは議論
がそれとして存在するだけのものなのだ。な
ぜ現実的ではないのか。ひとえにそれは，大
部分のイスラエル人が望んでいないから，と
いうことに他ならない。これはシオニズムの
計画と完全に矛盾するのだ。

Q：アカデミアにおいて，特にイスラエル人
の中からも，一国家案の提唱者が現れている
が，彼らの影響力についてはどう考えるか。
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A：影響力は少ない。イスラエル人のそうし
た提唱者たち，また政党，つまり左派の立場
は，そうしたメッセージをイスラエル指導部，
つまり右派政権に投げかけることによって，
もしパレスチナ国家の樹立がなされず，占領
が終結しないのなら，二民族一国家にならざ
るを得なくなる，と言う事実を圧力として用
いているのだ。当然イスラエル政府はパレス
チナ系アラブ人がマジョリティとなるような
一国家など，望んではいないのだ。すなわち
一国家案というものはイスラエル政党の内部
で行われる議論，シミュレーションに過ぎない。

Q：現時点での個人的な意見として，どう
いった解決を支持するか。

A：自分は，東エルサレムを首都とした独立
パレスチナ国家の樹立，そしてイスラエルと
の恒久的な和平を締結するという解決策を支
持する。なぜなら，パレスチナ問題の解決な
しには，ユダヤ人とアラブ人との本質的な意
味での共存が達成されることはないだろうか
らだ。先にそれが解決されない限り，緊張が
解けることはない。西岸とガザだけでなく，
1948年地域［ほぼ現在のイスラエル領を指
す］においてすらそうなのだ。

Q：一部の有識者たちが「解決策は無い」と
発言している現状については，どう考えるか。

A：当然，そうするだけの理由はある。それ
はイスラエル政策である。イスラエルが全て
の解決の扉を閉じたのだ。これまで，PLO
とイスラエル政府との間にいくつもの合意が
存在してきた。しかしイスラエルはそれらを
尊重してきたか？　しなかったではないか。
それはつまり，イスラエルこそが全ての解決
の扉を閉じたということではないか。イスラ
エルが，パレスチナ人を過激化に追いやって
いるのだ。解決の不在が，パレスチナを過激
化に追いやっている。パレスチナ人はそもそ

も平和を求めている。これは確かだ。パレス
チナ人の要求，特にマフムード・アッバース
によって宣言されているそれとは，占領の終
結，そして 67年境界線に基づく解決である。
またアラブ・ピース・イニシアティブにおい
て合意された難民問題に対する解決である。
加えて，東エルサレムをパレスチナ国家の首
都とすることだ。
イスラエルがただパワーにのみ基づいて行
動していることも問題だ。イスラエルの立場
は国際法に則ったものでもなく，その他国際
的に正当性のある決議に則っているわけでは
ない。安保理はイスラエルの入植地建設に反
対する決議を採択してきた。しかしイスラエ
ルはこの決議を聞き入れたか？　しなかった
ではないか。

Q：PAや PLO，ハマースなどの組織に，現
状を変える力はあるか。

A：答えは「ノー」だ。先述の通り，3つの
要素が必要とされる。ひとつは軍事力。当然，
戦争をする必要はない。しかしイスラエルが
脅威として認識するレベルのものが必要だ。
あるいは国際的圧力，またはイスラエル政治
の勢力図の変革である。

Q：ただイスラエルの変化を待つしかない 
のか。

A：現在のイスラエル政府は現状が続くこと
を望んでいる。入植地の建設，土地の収奪な
どの継続がそれだ。論理的にそうだと推察さ
れる，というレベルのものではなく，実際に
そうしているのだ。

Q：インティファーダなどは，占領の継続に
対して口実を与えることにならないか。

A：彼らはもはや口実すら必要とはしていな
い。そもそも彼らはシオニズムというイデオ
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ロギーに則ってそれを行うのであり，国際法
や国際的な正当性に則ってやっているわけで
はないからだ。イスラエルは現状，パレスチ
ナ人の民族自決権を承認してはいない。

Q：双方の平和活動家や平和組織などの動き
についてはどう考えるか。

A：ピース・ナウ41）や左派政党など，確かに
それらはよいものだ。しかし結果には結びつ
かないだろう。単にそれは圧力を形成する手
法の一つ，あるいは世界の世論の中でイスラ
エルの横暴を暴き出す手段でしかない。
それから，例えばエジプトとイスラエルは
和平条約を結んでいる。締結からおよそ 40
年経過した。だが，イスラエル人とエジプト
人の間に，和解と共存は存在するだろうか？　
無いだろう。その理由は，パレスチナ問題で
ある。パレスチナ問題が解決されれば，関係
が変化する可能性はあるだろうが。

Q：例えばアメリカなどに在住のパレスチナ
人は比較的多数が一国家案を支持しているよ
うに見えるが，それについてはどう考えるか。

A：一国家案というのは，まだ「提案」では
ない。中身は空っぽだ。なぜならイスラエル
は絶対的にそれを受け入れたりしないから
だ。それは単にシミュレーションと議論のた
めのものに過ぎない。先述の通り，イスラエ
ルに圧力をかけるためのものに過ぎない。労
働党，メレツ，アラブ政党など，中道から左
派の政党がこれを，「占領終結を認めないな
ら，いいだろう，ならば一国家となるが，そ
れでもいいのか？」というふうに用いるの
だ。しかし現行の政府は絶対にそれを認めた
りしない。実際には世界中の大部分のパレス
チナ人は，国家樹立を望んでいるだろうとい
うのが私の見方だ。

Q：政治的な和平交渉のプロセスに，解決の
糸口は見出せるか。あるいは別のアプローチ
があるか。

A：現状においては，政治や軍事といった手
法には可能性はないというのが実際のところ
だろう。他の手法があるとすれば，民間レベ
ルの抵抗である。小規模なインティファーダ
などに代表される抵抗運動は，主題を「動か
す」こと，またイスラエル内部をかき回すこ
とに効果がある。
しかし……あなたも誰かとこのテーマにつ
いてしゃべったりすることもあるだろう。そ
して，こんな抵抗活動が，あんな抵抗活動が
……という話を耳にするだろうが，一体そう
したものの実体がどこにあるというのか。残
念ではあるが，率直に，そう言わざるを得ない。

Q：難民問題についてはどう考えるか。

A：難民問題は非常に難しい。これまで述べ
てきたような解決策においては……あるいは
解決策はないのかもしれない。簡単な考え方
としては，もしパレスチナ国家が樹立されれ
ば，そこに帰還できる，ということだろう。
さらに，西岸地区とガザに加え，ごく一部の
1948年地域が交換される可能性も残されて
いる。

Q：個人的な意見としては，パレスチナ問題
の解決とはどのように達成されると考えるか。

A：占領の終結と，東エルサレムを首都とし，
1967年境界線に基づいたパレスチナ国家の
樹立によってである。難民問題の解決は，サ
ウジ・イニシアティブに則って行われるのが
よい。そしてイスラエルと和平条約を結ぶこ
とだ。

41） 主に二国家案に基づくパレスチナとの平和共存を主張するイスラエル系 NGO。1978年に設立さ
れた。
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Q：今後，オスロ合意やロードマップ提案の
ようなものが新しく生まれると思われるが，
どのような問題解決が行われていくと考え 
るか。

A：パレスチナの立場として求めているの
は，完全な解決，である。部分的な解決では
ない。イスラエルは西岸地区の一部における
一時的な国家樹立にすら反対した。それでも
我々は全ての問題に対する解決を求めていか
なければならないだろう。

3．ジャワード・アル＝ハマド氏
（実施日：2016年 9月 6日 12:00～14:45）

Q：問題の現状についてどう見るか。「ナイ
フのインティファーダ」（と呼ばれることも
ある最近の草の根的抵抗運動）についてはど
う評価するか。

A：実のところ，民衆は占領に対して疲弊し
きっている。状況としては，確かに闘争中で
はあるのだが。その意味とは，民衆は占領か
ら解放されるための試みとして，考え得る
あらゆる手法をやりつくしてきたというこ
とだ。それは市民的なものから，政治的な
もの，また特には軍事的な衝突まで様々だ。
1948年からずっと続いてきたものでもある。
エルサレム・インティファーダ［あるいはナ
イフ・インティファーダ］と名付けられた近
年のインティファーダでは，パレスチナ人の
行動としては新しく，軍事的な性格よりも，
市民的な性格が強い。これを市民的インティ
ファーダと呼んでいるが，その手法には平和
的な政治的手法によって国際社会の意識を変
えさせるといったことから，武器を取って入
植者や軍と戦うことまで様々なものが含意さ
れる。

Q：インティファーダの目的は変わらないと
いえるか。あるいは別の目的が加わってきた

とみられるか。

A：もともとそれは「反応」として起こるの
であって，本質はいつも変わらないだろう。
占領という行為があるから，反応が起こる。
占領行為や，入植活動。準軍隊のようなもの，
すなわち入植者の存在も大きい。これは国際
法的にも軍事的な占領とみなされる。そして
その占領を終結するためにも，武力を用いる。
それと同時に，平和的な手法にも訴えること
で，国際世論も変わる。ともかく，エルサレ
ムで起こっていることはあくまで「反応」な
のだ。アクサーの閉鎖や，エルサレムのユダ
ヤ化に対する反応である。だが，そうしたも
の［閉鎖やユダヤ化］の阻止や，あるいは入
植者の非武装化などについて，イスラエルは
何も行わなかった。

Q：提案されてきた諸解決案についてはどう
考えるか。

A：歴史的な経験と詳細な検討の中で，最後
に残された選択肢が二国家案だ。しかしなが
ら，第一に，イスラエルは戦略として，パレ
スチナ国家がたとえ非武装化されたものにな
るとしても，それを認めていない。第二に，
イスラエルが行った入植の結果，南アフリカ
のように，パレスチナはカントン（小郡）の
寄せ集めと化した。そうした西岸やエルサレ
ムの入植者たちとの包括的な干渉によって，
現状のままではパレスチナ国家樹立，すなわ
ち二国家案は不可能である。
これに基づいて，イスラエル側は「地上の
現実」がそれを許さないのだ，と言うように
なった。ブッシュやクリントンの提案の中で
も，地上の現実を考慮に入れるよう述べてい
た。つまり占領が継続しており，パレスチナ
国家は事実として存在していないのが現実な
のであるが，それを作ったのはイスラエルで
はないか。
またその中では「一体性を持った国家」
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（al-dawla al-muttaṣila）という用語も用いら
れる。なぜそんなことが言われるのか。当然，
パレスチナが一体性を失っているからだ。こ
の問題の影響は非常に大きい。
加えて，イスラエルがエルサレムを永遠の
首都とみなす決議を採択し，パレスチナ側に
譲る気配がないことも問題である。そうした
ことと思うと，イスラエル側はパレスチナ国
家との共存可能性などほとんど考えていない
といえるだろう。
次に，オスロ合意など，少なくない数の計
画が提示してきた二国家案だが，これらはパ
レスチナ国家の樹立について確定的なことは
一言も明言していない。これは大きな問題だ。
またオスロ以降の計画の全てが，オスロの枠
組み内にあることも考慮しなければならな
い。様々な名称の合意案があるものの，それ
らはオスロの実行について改めて述べている
に過ぎない。そして現在まで，両者はそのご
く一部しか実行していない。その状態の中で，
加えてどんな合意を期待することができるの
か。またそうした過程の中で提案されたロー
ドマップでは，詳細な実行スケジュールが組
まれたが，2年間のプロセスの最後には，暫
定的な境界線に基づくパレスチナ国家を樹立
し，国連に加盟し，その後で恒久的国家樹立
に関する交渉が行われるものとしていた。し
かし当然のごとく，それは起こらなかった。
イスラエルは，この内容に合意していた。
想像してみてほしい。パレスチナも合意した
が，何も成し遂げられなかった。両者が形式
上は合意したにもかかわらず，だ。このよう
な二国家案とは非常に不明瞭なもので，真面
目に検討中されているものではないのだ。今
では議論すらされていない。これは重要なこ
とだ。
同時にこの計画は，いくつもの危険なポイ
ントを抱えている。まずは「生存可能な国家」
（dawla qābila li-l-ḥayāt）という表現だ。そ
の意味するところとは何なのか。例えば独自
の軍隊を持つことなどがそうだろうか。しか

しイスラエルは当然これに反対し，非武装化
されたパレスチナを要求している。イスラエ
ルという武装国家に囲まれ，どうしてそんな
非武装国家が「生存可能」だと言えるのか。
またコミュニケーションや流通の分野も同じ
だ。これは現状，完全に独立したものではな
く，共通のネットワークを持っている。イス
ラエルの製品にも依存している。経済の連続
性，治安維持の問題，水の問題なども同じだ。
分離壁の問題もある。現在イスラエルはそれ
をヨルダン国境付近にまで広げようとしてい
る。国際刑事裁判所は違法であるとしたが，
当然イスラエルは無視している。
また問題は先ほどのように，「イスラエル
国家」と「生存可能なパレスチナ国家」の
二国家として議論が進む点にもある。なぜ
「対等な二国家」とならないのか。武器，経
済，アイデンティティ，国民を持った対等な
二国家に。そもそも，二国家案とは「計画」
（mashrū‘）ではなく，ブッシュらの「思想」
（’afkār）だったものが，やがてアカデミア
も巻き込まれるようになっていったのだ。そ
してこの計画というのは，イスラエルの入植
地を存続させておくためのものなのである。
こうした全てのことは，二国家案の外側に
追いやられている。今日においては話し合い
の対象にすらなっていない。両者が大枠での
合意の後，詳細を模索してみたが，結局のと
ころ，最終的な解決策に関する話し合いは全
く持たれない。全ての交渉は細部に関するも
の，つまり部分的なものや，この地域やあの
地域をどうする，といった種類のものか，あ
るいは一般的な思想に関するものにすぎな
い。調整や締結といったプロセスが踏まれる
ものとは異なる。他の試みもあったが，こう
して和平プロセスは真に存在するとは思え
ず，終わりの見えないものになった。そして
占領終結という希望も，このプロセスに翻弄
されることとなった。結果，交渉は頓挫し，
オスロ合意も失敗した。
今日における自然な解決とは，国連安保理
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決議 242号を実行し，西岸地区の全て，陸
海空において入植者と軍が撤退し，パレスチ
ナ人が民族自決権を行使すること。加えて難
民が 1991年の決議に則って帰還することだ。
しかし現状，実現は難しい。それが政治的テー
マの難しさというものだ。

Q：一国家案についてはどう考えるか。

A：一国家案はまだ「計画」（mashrū‘）です
らなく，単なる「アイディア」（fikra）にす
ぎない。しかも非常にエリート主義的なもの
だ。イスラエル内のパレスチナ人たち，たと
えばアズミー・ビシャーラ42）などが提唱し
ている。イスラエルはこれに対して完全に反
対している。それどころか，近年のイスラエ
ルでは国家の「ユダヤ性」が盛んに議論され
ている。クネセット（イスラエル議会）や政
党，政府，はては世論やメディアにおいても，
議論のテーブルには乗っていない。閉じた思
考であり，現状に則してもいない。
今日話題に上るのは占領の終結に関するも
ので，ナショナリズムや国家の希求といった
問題ではないのだ。そうした議論は事実上崩
壊してしまった。1974年以前のパレスチナ，
つまり 40年前までは，全ての民族を包括し
た民主的単一国家を求めたこともあった。し
かしイスラエルは完全にこれを拒否した。し
かもこの計画は，そもそもイスラエル内部の
空気や世論において可能性が薄かっただけで
なく，これを模索する何らの政治的行動も行
われなかったのだ。その意味とは，これは選
択肢には入らないということに他ならない。
今日の唯一の選択肢は，二国家解決か，占
領の終結と自決権の行使が認められることで
ある。軍事力によってか，あるいは国際的圧
力によってか，国連決議の実行によってか，
いずれかによって行われることに期待するし

かない。

Q：二国家となった場合，難民は西岸とガザ
に帰還することが可能と考えるか。

A：一体性を持ったパレスチナ国家樹立に際
しては，イスラエルの提案においては，当然
その周囲には入植地や軍隊が存在することに
なろうが，難民に関してはパレスチナ国籍が
与えられると考えられている。訪問や行き来
の権利は当然与えられるだろう。だが，西岸
やガザにおける国家，アイデンティティ，そ
れらすべてはイスラエルの合意なしには実現
しようがない。占領そのものに対しても同じ
だ。全世界が，それは違法な占領であり，終
結しなければならないと合意すれば，国連決
議なりによって国際的正当性が成立する。
現在は，国際的な決議によって，彼ら難民
には帰還する権利があるとされている。では
その実行はいかになされるのか。もし，占領
終結の後で，パレスチナ国家とイスラエル国
家の間での和平合意が締結されたならば，難
民たちの帰還が整備されることになるだろう。
だれしも，「外」に強制的に住まわされて
いることをよしとはしない。彼らには土地と
家があり，望んだときに帰ることができなけ
ればならない。イスラエルも国際社会も，ど
の難民は帰還できてどの難民はできない，と
いったことを勝手に決めることはできない。
世界中のどこに住んでいようが，パレスチナ
人が強く執着しているのは，このことなのだ。
それは，世代を超えても変わらない。

Q：問題解決のうえでの第一の優先事項とは
何か。

A：それは占領の終結だ。次に入植地と軍の
撤退。ここまでのことが，自然で，国際的な

42） 1956年ナザレ生まれの元政治家，政治活動家，作家。キリスト教徒。イスラエル市民権を持つパ
レスチナ人として，クネセット（イスラエル議会）において活動をしてきたが，2007年には議員
を辞職し，現在はカタールに在住しながら研究・文筆活動を行っている。
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正当性を持ち，公平でもあり，国連安保理に
おいても確認されていることなのだ。

Q：二国家案以外の代替案についてはどう考
えるか。

A：他のいかなる案も成功することはないだ
ろう。これまでいくつもの解決策が提案され
てきたが，何十年もの間それが成功すること
はなかった。しかしだからといって，同じも
のに執着するのは時間の無駄だ。パレスチナ
人は占領終結のためにあらゆる方法でもって
戦いを続けるだろう。

Q：しかし二国家案の困難さについても語っ
ていたはずだが。

A：確かに，それは実際には存在していない
ともいえるレベルのものだ。そもそも計画と
いうよりアイディアでしかない。現在はそれ
を実行するにあたっては重大な欠陥が存在し
ているのが事実だ。

Q：そうなると我々にできることは何か。頼
れる主体は存在するか。

A：闘うことだ。西岸やガザ，その他すべて
において占領と戦うこと。政治，教育，健
康，パレスチナ社会の建設とそれを維持する
こと。そして帰還権を常に強調しこれに執着
すること。また西岸やガザにおいて市民的闘
争を続けることだ。現状，それしか我々にで
きることはない。PAやハマースに任せてい
ても突破口が見出せるとは思えない。自分た
ちが行動しなければならないのだ。国際社会
も，もしこの状況を問題だと感じ，イスラエ
ルに圧力を行使するならばなおよい。単純な
ことだ。しかし実際には人々はそれを望んで
いないようだが……。自分を犠牲にする覚悟
があるか？　例えば私の知る占領地の大学教
授は，60～70歳の老体で，6時間もかけて

大学に向かっている。同じことがどこでも起
こっている。ヘブロンでは入植者たちが日常
的に反パレスチナ人的な行動を行っている。
例えばヘブロンはH1とH2に分割されてい
るが，ここではユダヤ教の祭日のために 10
日以上ムスリムが礼拝を禁じられるといった
ことが起こっている。理屈で説明できる話で
はない。アクサーでの礼拝などについても，
同じような事例が数多く存在する。
そんな中我々がすべきは，パレスチナ社会
を，占領を終結させるために統一すること，
また教育や健康など内部を堅牢にすること，
そして西岸とガザから離れないことだ。統一
性を保ち，そして強固につながっていること
が重要だと思う。
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